
No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

就学（就園）時健康診断

指
　
　
　
　
標

2年度 3年度 4年度

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

継続 継続

　学校保健安全法第11条により実施する義務がある。

95 95 95

指標に関する説明

受診者数/対象者数 ※学校健診終了
時（転出者及び外国籍含）

学校受診率（％） 95 95

5年度
見込み

目標値
(8年度)

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

終期設定 年度
開始年度 年度 根拠

法令等

政策 04
行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

学校保健安全法
学校保健安全法施行令

昭和 33 1958

経過

○昭和33年の学校保健安全法施行により制度化され実施
○学校保健安全法施行規則の一部改正（平成15年度就学予定者から適用）
　⇒知能検査については、標準化された知能検査法以外の方法によることも可能であるため、検査法を
　　限定せず、適切な方法であればよいこととなった。当区は、識見者及び教諭から意見を聞き、検討
　　した結果、従前どおりのペーパー方式（小面接併用）による知能検査を行うこととした。
○通学区域の学校を指定の受診会場とするが、平成14年度（15年度就学予定者）から学校選択制度の実
　施に合わせ、指定校以外での受診も可とした。

必要性

　学校保健安全法により、就学時健康診断を行わなければならないとされている。また、就学予定者に対
して、あらかじめ心身の状況を把握し、保健上必要な勧告、助言を行うとともに適正な就学を図ること
は、義務教育の円滑な実施に資することからも必要性は高い。

実施
方法

2一部委託

　教育委員会が実施主体となり各学校で実施。児童等健康診断委託：荒川区医師会、就学及び就園時健康
診断委託（歯科）：荒川区歯科医師会

事務事業分析シート（令和5年度）

協働 業務 財務13-03-02

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

目的

　就学（就園）予定者に対し、あらかじめ健康診断を行い、就学予定者の心身の状況を把握し、保健上適
正な就学についての指導を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。また、結果に基づき
治療の勧告や保健上必要な助言を行う。

対象者
等

区内在住の翌年度小学校就学予定者（幼稚園・こども園就園予定者）

内容

○保護者への通知　9月中旬から下旬
　受診票を就学関係送付物に同封し各家庭へ郵送する。
○実施会場・時期　例年10月上旬から11月中旬
　学齢簿作成後、随時各小学校を受診会場とし実施する。
○検査項目
　① 栄養状態　　② 脊柱と胸郭の疾病及び異常の有無　　③ 視力及び聴力
　④ 眼の疾病及び異常の有無　　⑤ 耳鼻咽喉疾患及び皮膚疾患の有無
　⑥ 歯と口腔の疾病及び異常の有無　　⑦ その他の疾病及び異常の有無（※ 知能検査は⑦に含む）
（就園時健康診断　こども園（長時間）：上記①②⑦※　幼稚園・こども園（短・中時間）：上記①②④
⑤⑥⑦※　※いずれも知能検査は行わない）

心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 04 児童生徒の健康づくりと体力向上

実施基準 計画区分

内線 3338

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

部課名
担当者名

教育委員会事務局学務課

平塚

戦略プラン事務事業コード

事務事業名

01-03-01 就学時健康診断

課長名 佐藤



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

635

備
考

行政費用では、物件費として、3,559千円のうち就学時健康診断委託3,301千円がかかっている。
特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 6,908

423

減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0

行
政
費
用

給与関係費 2,457 2,264

27

3年度 4年度

0

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0 0

▲ 193

行
政
収
入

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

　数校に受診者が集中しないよう、
引き続き保護者への電話案内やホー
ムページの記載等を工夫する。

0 0

0

　未受診者（特に外国籍の方）を減
らすため、優しい日本語を用いた保
護者通知も作成するなど対応する。

　引き続き保護者への案内等を工
夫し、特定の学校に受診者が集中
しないようにする。

　未受診者に対する通知だけでな
く、入学案内に同封する健診のお
知らせの表記を見直す。

　最終日実施校の負担軽減のため、
可能な範囲で最終日ではない別日程
の学校を案内した。

　未受診者に対し送付する案内につ
いて、外国籍の方にもわかりやすい
日本語表記について検討し、通知を
作成した。

3,559 ▲ 469 国庫支出金 0 0 0
維持補修費 0 0 0 都支出金 0 0

地方税等

問題点・課題の改善策

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

令和4年度に実施した
改善内容および評価

・健康診断の実施期間中に未受診者へ受診勧奨をしているが、最終日の実施校に受診者数が集中することがあ
るため、他の学校を優先的に案内し、受診者数の分散化を図る必要がある。
・受診率向上のため、受診校の変更受付や外国籍を含む未受診者への案内などを柔軟に行う。

差額 勘定科目

決算額（5年度は見込み）

635
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0 0 0

635
特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f)

行政費用合計(b) 6,908

行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 6,908

▲ 6,273

物件費 4,028
行
政
コ
ス
ト
計
算
書

扶助費 0 0 分担金及び負担金 0 0 0
補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0 0

0

0

差額

賞与・退職給与引当金繰入額 450

3年度

金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

6,273 ▲ 635 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 6,908 ▲ 6,273

0

▲ 6,273

勘定科目 4年度

60 90

258
3,301 委託費 就学時健康診断委託 3,8473,754 委託費 就学時健康診断委託

需用費 就学時知能検査用紙等 286
就学時健康診断委託

需用費 就学時知能検査用紙等 274 需用費 就学時知能検査用紙等

0

0

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）
節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項

委託費

就園時健診受診者（人） 176 146 110 142 89

3,954 3,936

2年度

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度
就学時健診受診者（人） 1,644 1,629 1,659 1,647 1681 1550 1613

3年度 4年度 5年度

3年度 4年度 5年度

4,028 3,559 4,133
3,985 4,077 4,150 4,150

予算・決算額等の推移
予算額

4,006 4,026
4,164 4,145 4,133

29年度 30年度 元年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　各学校で組織される学校保健委員会の上部組織としての役割が期待され
ており、引き続き補助を継続する必要がある。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

参加者数(人)学校保健大会の保護者等参加人数 0 138 133 150

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

250

経過

　昭和33年学校保健法制定に伴い、荒川区においても学校保健に関する連携を図る必要があると、荒川区
の児童生徒の健康づくりの関係者から学校保健会設置の声が上がり、昭和34年3月に荒川区学校保健会を設
置した。
　・運営費補助金の額
　　　平成8 年度480千円、平成9～10年度450千円、平成11年度405千円、平成12～15年度385千円、
　　　平成16～19年度350千円　平成20年度（一般補助金 350千円・50周年事業補助金 561千円）
　　　平成21年度以降350千円

　　令和2年度荒川区学校保健大会は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止
　　令和3年度荒川区学校保健大会は、新型コロナウイルス感染症の影響により動画配信にて実施
　　令和4年度荒川区学校保健大会は、3年ぶりに会場にて集合開催にて実施

必要性

　荒川区の児童生徒の健康づくりの関係者が学校保健に関する連携を図る必要性から設置された経緯に鑑
み、自主財源のない荒川区学校保健会の円滑な運営のため補助を行う必要がある。

実施
方法

1直営

　会としての自主財源はなく、事業については主に区からの補助金等で実施している。

目的

　学校保健関係者（学校医、学校歯科医、学校薬剤師、学校教職員、ＰＴＡ等）による学校保健の研究、
普及及び促進を図ることを目的に設置された荒川区学校保健会の運営に対する補助を目的とする。

対象者
等

荒川区学校保健会

内容

　荒川区学校保健会補助金交付要綱を制定し、それに基づき補助金を交付している。
　荒川区学校保健会（任意団体）の活動内容等は以下のとおり。
　・設置年月日　昭和34年3月26日
　・会員　学校医、学校歯科医、学校薬剤師、学校教職員（校長、副校長、養護教諭）、ＰＴＡ
　・役員の構成　会長1名、副会長6名、常任理事11名、監事2名
　・部会の構成　学校医部会、学校歯科医部会、学校薬剤師部会、学校長部会、副校長部会、
　　　　　　　　養護教諭部会、学校保健協力（ＰＴＡ）部会の7部会で構成。
　○学校保健会の事業
　　　・学校保健管理及び安全管理その他の保健活動の推進　・学校保健関係講習会等への参加
      ・学校保健に関する研究、調査並びに施策 ・学校施設、設備に関する必要な指導と助言
      ・学校保健大会等の開催

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 04 児童生徒の健康づくりと体力向上

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

学校保健安全法、荒川区学校保健会補助金交付
要綱終期設定 年度

開始年度 昭和 34 1959 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-04-01 学校保健会補助

事務事業名 学校保健会補助
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 小林 内線 3337

事務事業コード 13-03-03 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　23区等市区町村レベルの他、都道府県レベルの（財）東京都学校保健会、国レベルの（財）日本学校保健会
がある。

　新型コロナウイルス感染症拡大の
影響を踏まえ、学校保健大会の実施
については、会長や各理事と協議し
て決定する。

　学校保健大会の開催にあたり、会
長や各理事と協議し、3年ぶりの集合
開催を実施した。

　引き続き、各感染症の状況を踏
まえ、実施方法等について、会長
や各理事と協議していく。

　新型コロナウイルス感染拡大にあっては、季節性インフルエンザ等、各感染症対策を各理事と調整し実施す
ることにより、引き続き学校保健大会を集合開催にて実施するようにする。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、補助費等として、荒川区学校保健会に対する補助350千円がかかっている。
138特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 2,750 ▲ 2,612

0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0
行政費用合計(b) 2,750 2,612 ▲ 138 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 2,750

0 0
▲ 2,612 138

その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 352 375 23 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 2,750 ▲ 2,612
0 0

138

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 350 350 0 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 0 0 0 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 2,048 1,887 ▲ 161

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

負担金補助等 荒川区学校保健会に対する補助 350 負担金補助等 荒川区学校保健会に対する補助 350 負担金補助等 荒川区学校保健会に対する補助 350
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

5年度
学校保健大会の参加者(人) 181 165 177 0 138 133 150

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

350 350
決算額（5年度は見込み） 350 350 350 350 350 350 350
予算額 350 350 350 350 350

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　「学校歯科保健推進計画」に基づき、う歯予防事業を継続していく必要
がある。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

（未処置歯本数＋喪失歯本数＋
処置歯本数）／受診者数

DMFT指数（中学校1年生） 0.55 0.64 0.52 0.51 0.50

（未処置歯本数＋喪失歯本数＋
処置歯本数）／受診者数

DMFT指数（小学校6年生） 0.30 0.36 0.35 0.34 0.30

参加者数／対象者数う歯予防指導日参加率 95 94 95 96

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

98

経過

昭和42年～　区立小中学校にて、対象学年、方法等を改めながら、フッ素塗布を実施
平成15年度　平成3年度から小3、5、中1を対象に実施してきたフッ素塗布及びマウスピース法を改め、
　　　　　　「フッ化物洗口法」で実施
平成24年度 「新たな歯科保健推進計画」に基づき、小学校全校で「給食後の歯みがき」を各学校の
　　　　　　時程、設備環境に応じて実施。
平成29年度　学校歯科保健に関する研究会の名称を「荒川区児童・生徒う歯予防関係者研究会」から
　　　　　 「荒川区児童・生徒歯・口の健康づくり研究会」へ変更
令和2年度　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症により、給食後の歯みがきを不実施とする小学校が大半を占めている。
　　　　　 「歯・口の健康づくり事業」はマスクを外さず実施のため、実技は不実施となったが、む
　　　　　 し歯や歯周疾患についての講話の実施並びに染め出し剤及びフッ化物洗口剤を希望者に配
　　　　　 付し、各家庭で実施出来るよう工夫した。

必要性

　学校における児童、生徒のう歯予防を総合的に推進するため、処置主義を徹底する。これと平行して歯
牙の強化のため、児童生徒に対して講話、歯みがき（ブラッシング）指導及びフッ化物洗口を含む、むし
歯予防を推進する。

実施
方法

3委託

・う歯予防対策事業委託

目的

　学校における児童、生徒のう歯予防を総合的に推進するため、処置主義を徹底する。これと平行して歯
牙の強化のため、児童生徒に対して講話、歯みがき（ブラッシング）指導及びフッ化物洗口を含む、むし
歯予防を推進する。

対象者
等

区立小中学校に在籍する児童生徒（対象学年  小学1～6年生、中学1年生）

内容

1 小3、小5、中1対象事業
　○荒川区歯科医師会への委託内容
　　・ う蝕及び歯周疾患の予防について講話
　　・ 歯科衛生士による、歯垢染め出し、歯口清掃及びフッ化物洗口剤の使用についての説明

2 小1対象事業
　○荒川区歯科医師会への委託内容
　　・歯みがき指導についての講話

3 全小学生対象事業
　○健全歯児童及び処置済児童等へ「よい歯のバッチ」を配付

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 04 児童生徒の健康づくりと体力向上

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

学校保健安全法・学校保健安全法施行規則・荒
川区健康増進計画（平成29～33年度）終期設定 年度

開始年度 昭和 42 1967 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-05-01 う歯予防対策事業

事務事業名 う歯予防対策
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 小林 内線 3337

事務事業コード 13-03-04 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

H28 決特　う歯予防事業の対象について
H29 予特　虫歯予防について

他
区
の
実

施
状
況

実施 0 22 不明 0

　実施主体は、学校、学校歯科医等異なるが、各区で歯みがき指導等を実施している。

　新型コロナウイルス感染症拡大の
影響を考慮し、学校や荒川区歯科医
師会と協議し、より良いものを実施
する。

　学級閉鎖等により、登校できない
児童生徒向けに、オンラインにて参
加できるよう工夫した。

　コロナ禍以前のようにブラッシ
ング実習やフッ化物洗口など、参
加型の授業が実施可能か検討し、
実施方法を決める。

　第四期推進計画（案）を作成し、
研究会に諮り、決定していく。

　今年度も、新型コロナウイルス感
染症の影響により、延期になった。

　第四期推進計画（案）を作成
し、研究会に諮り、決定してい
く。

・学校歯科保健推進計画（第三期）が令和3年度までとなっていたので、第四期推進計画の作成を予定してい
たが、新型コロナウイルス感染症の影響により、2年延期となった。
・小中学校で実施している「歯・口の健康づくり事業」について、感染症（新型コロナウイルス感染症や季節
性インフルエンザ等）の影響により、実施方法等について感染防止に努めるよう工夫しながら実施するなど、
学校や荒川区歯科医師会と引き続き検討していく必要がある。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、物件費が多くなっている。内訳としては、よい歯のバッチ等購入費3,236千円、う歯予防指導
等委託費5,664千円がかかっている。

▲ 980特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 10,182 ▲ 11,162
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 10,182 11,162 980 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 10,182
0 0

▲ 11,162 ▲ 980
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 352 375 23 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 10,182 ▲ 11,162
0 0

▲ 980

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 7,782 8,900 1,118 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 2,048 1,887 ▲ 161

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

委託料 う歯予防指導等 6,016委託料 う歯予防指導等 4,801 委託料 う歯予防指導等 5,664
需用費 よい歯のバッチ等 2,981 需用費 よい歯のバッチ等 3,236 需用費 よい歯のバッチ等 3,648

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

1,540 1,483小学校１年生を対象とした歯みがき指導 1,435 1,514 1,531 0 1,557
フッ化洗口薬剤配付者数（小、中） 592 586 667 0 0

0 0 3,125
3,273 0

フッ化物洗口実施者数（小、中） 3,068 3,157 3,336 0

5年度
う歯予防指導日参加者数（小､中） 3,713 3,641 4,054 4,184 4,120 3,866 4,007

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

9,148 9,664
決算額（5年度は見込み） 7,569 7,824 8,131 7,464 7,782 8,900 9,664
予算額 7,964 8,653 8,834 8,127 8,790

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　経済的な理由で修学が困難な者に対する支援制度として、引き続き実施
する必要がある。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

現年度償還額／現年度調定額
現年度調定額に対する償還額の割
合（％）

93.5 95.2 93.4 90.0 90.0

採用数／申込者数
新規申込者に対する採用決定率
（％）

79.5 75.0 78.7 90.0

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

90.0

経過

・昭和45年度から開始、入学準備金及び修学資金の貸付額を変更し現在にいたっている。
・平成20年度募集分から、入学準備金に特化・充実した制度とした。
  ※入学準備金：公立85,000円→100,000円、私立240,000円→500,000円
・平成29年度募集分から、高等学校等を所定年限で卒業後、区内在住及び区民税の納付等、一定の要件
　を満たした場合、奨学資金の返還を免除する。
・平成30年度募集分から、連帯保証人の住民税の滞納がないことの証明（納税証明書）を提出すれば、
　区外在住の連帯保証人を認めることとした。
・令和2年度募集は、新型コロナウイルス感染症により世帯収入が著しく減少した世帯を考慮し、全員
　に対して追加募集を行った。
・令和3年度募集は、新型コロナウイルス感染症により世帯収入が著しく減少した世帯も利用できる旨
　の周知を広く行い、応募者に対しても再確認を行った。

必要性

　区の未来を担う優秀な人材を育成し、経済的な事由で進学をあきらめることのないよう事業を継続して
いく必要性がある。

実施
方法

1直営

4月：納付書・口座振替のお知らせの送付　10月：入学資金貸付の募集（区報、ＨＰ、チラシ等）
12月：申請受付　1月：審査会　2月：貸付者の決定　3月：貸付決定者の手続き、説明会

目的

　高等学校又は高等専門学校に入学を予定する者のうち、成績優秀にして、かつ、経済的理由により修学
困難な者に対して修学上必要な学資金を貸し付け、もって有用な人材を育成することを目的とする。

対象者
等

(1)貸付けの1年前から引き続き区内に住所を有する者  (2)高等学校等へ入学しようとする者  (3)成績優
秀でありながら、経済的理由により高等学校等における修学が困難な者  (4)(1)～(3)に掲げるもののほ
か、荒川区規則で定める要件を備えていること。

内容

＜選　考＞審査会において、人物・学資状態・学業成績等を審査し、貸付の可否を決定する。
＜届　出＞・在学中、毎学年末に学業成績を提出・休学、復学、転学、退学、身分、住所等の変更等
＜貸付額＞入学準備金（決定者に対して、3月下旬頃に一括交付）⇒ 公立100,000円・私立500,000円
　　　　　※なお、平成20年度募集（21年度生）から、入学準備金のみ貸付を行うこととした。
　　　　　参考：20年度まで実施していた修学資金について
　　　　　公立　月額 ＠14,000円（年168,000円）、私立 月額 ＠26,000円（年312,000円）
＜償  還＞高等学校等を卒業後（上級学校に進学したときは、その学校を卒業後）6ヶ月を経過した
　　　　　後、借用金額が100,000円以下の場合2年以内、500,000円以下の場合10年以内に償還する。
          平成29年度より新たに返還免除規定を設け、高等学校等を正規の修業年数で卒業及び高等
　　　　　学校等を卒業後5年間に荒川区に3年以上在住し、特別区民税を2年以上納付した場合、
　　　　　返還を免除する。

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 07 小中学校・幼稚園の運営

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

荒川区奨学資金貸付条例、同施行規則、荒川区
奨学資金貸付事務取扱要領　他終期設定 年度

開始年度 昭和 45 1970 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-07-01 奨学資金貸付金

事務事業名 奨学資金貸付金
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 上山 内線 3337

事務事業コード 13-03-05 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成22 四定　｢大学入学希望者に対する奨学金制度について｣
平成26 9月会議（意見書）「給付型奨学金制度の創設を」
平成28 2月会議　「給付型奨学金制度の創設を」
平成30 2月会議　「奨学金貸付基準における成績・保証人要件の緩和を」

他
区
の
実

施
状
況

実施 13 9 不明 0

千代田、中央、港、世田谷、中野、豊島、練馬、足立、江戸川の9区は、奨学金制度なしまたは廃止。文京、
台東、大田は給付型へ移行（令和3年度江東区調査結果）。足立区は返還金助成制度あり。

　令和３年度に引き続き、適正な債
権管理を行っていく。

　督促状・残額通知、職員による夜
間等の架電を実施し、債権の縮小を
図った。審査会において非認定と
なった生徒に他の制度を案内した。

　引き続き、適正な債権管理を
行っていく。

　債務者間の公平性を確保するため、貸付金における滞納対策の見直しを検討し収納率の向上に努める。
　なお、荒川区以外の奨学金制度についても幅広く区民に周知し、ひとり親家庭の世帯には東京都母子及び父
子福祉資金貸付金制度を、成績要件を満たさない生徒であれば、東京都育英資金の貸付金等を勧めていく。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、物件費が多くなっている。主な内訳は、消耗品、納付書印刷費36千円、口座振替手数料等5千
円、システム保守委託等（機器更改によるデータ移行代含む）413千円がかかっている。また、機器更改の備
品購入費が純増している。

▲ 413特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 2,235 ▲ 2,648
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 2,235 2,648 413 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 2,235
0 0

▲ 2,648 ▲ 413
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 282 300 18 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 2,235 ▲ 2,648
0 0

▲ 413

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 315 838 523 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 1,638 1,510 ▲ 128

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

貸付金 入学準備金 6,400
貸付金 入学準備金 8,800貸付金 入学準備金 5,600 備品購入費 パソコン購入 385

委託料 システム保守委託等 273 委託料 システム保守委託等 413 委託料 システム保守委託等 280
役務費 口座振替手数料等 19役務費 口座振替手数料等 6 役務費 口座振替手数料等 5

需用費 消耗品、納付書印刷 36 需用費 消耗品、納付書印刷 36 需用費 消耗品、納付書印刷 76
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

0 1東京都育英資金予約募集申込者 3 8 7 3 4
新規候補者決定数 22 27 29 31 18

24 33 32
26 29

新規申込者数 27 31 33 39

5年度
貸付者（新規） 18 22 28 31 16 24 29

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

13,678 9,175
決算額（5年度は見込み） 6,836 7,349 7,672 12,921 5,915 7,238 9,175
予算額 9,343 9,208 8,127 13,030 8,392

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　学校保健安全法により実施する義務がある。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

受診者/希望者×100婦人科健診受診率（％） 66 87 80 87 87

受診者/希望者×100消化器検診受診率（％） 53 66 61 70 70

人間ドック等の受診者含む一般総合健康診断受診率（％） 99 99 99 99

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

99

経過

・平成17年度から消化器検診の対象者を学校保健法に従い、40歳以上の希望者から40歳以上に変更。
・平成23年度から精神疾患の早期自覚、早期対処を基本方針としストレス検査を実施。また、尿酸の
　値を測定することも開始し、健康管理を推進していく。
・令和元年度から教職員ストレスチェックを実施。
・令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため2学期以降に実施。
・令和2年度はコロナ禍による医療従事者への配慮のため、令和元年度まで医師会館に医師を呼び実施
　していた2次検査については、医師会と調整し、医師が常駐している検診センターでの実施とし、受
　診促進につながった。

必要性

　学校保健安全法第15条には「学校の設置者は毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければなら
ない」と定められており、必要不可欠のものとなっている。

実施
方法

3委託

令和4年度委託業者　教職員一般総合健診：荒川区医師会　Ｂ型肝炎：こころとからだの元氣プラザ　婦人
科健診：近藤記念医学財団

目的

　教職員の疾病の早期発見と予防のため健康診断を実施し、学校教育の円滑な運営に資することを目的と
する。

対象者
等

　区立小、中学校の教職員（都費職員）（但し、区費職員は職員課で実施※検診内容は都費職員と同程
度）

内容

【検診名】　　　　　【対象者】
一般総合健康診断・・都費教職員
消化器検診・・・・・40歳以上の都費教職員（H17～）
ＶＤＴ検診・・・・・都費教職員のＶＤＴ作業者（H6～）
大腸がん検診・・・・40歳以上の都費教職員の希望者
肺がん検診・・・・・40歳以上の都費教職員の希望者
婦人科検診（子宮）・20歳以上の都費教職員の希望者
婦人科検診（乳房）・40歳以上の都費教職員の希望者
Ｂ型肝炎予防接種・・養護教諭のうち希望者（H6～）
ストレスチェック・・都費教職員（R1～）

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 07 小中学校・幼稚園の運営

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

学校保健安全法、労働安全衛生法
終期設定 年度
開始年度 昭和 34 1959 年度 根拠

法令等

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-08-03 教職員健康診断

事務事業名 教職員健康診断
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 萩原 内線 3338

事務事業コード 13-03-06 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　令和４年度から健康診断をより受
診しやすくするため、実施時間を延
ばすよう調整している。

健康診断の実施時間を延ばし、受診
しやすい時間設定を行った。

学校の要望を聞き、より受診しや
すいような受診時期や実施方法を
検討する。

　今後も継続して受診勧奨を行って
いく必要がある。

　受診勧奨を行ったが、受診を希望
した方の中で実際に受診した方が少
ない。

　受診希望で回答があった方に受
診してもらえるよう努める。

　令和４年度も継続してメンタルヘ
ルス面談を受けることができる環境
を整える。

　教職員がいつでもメンタルヘルス
面談を受けることができる環境を整
えた。

　面談を受ける方が非常に少ない
ため、気軽に面談ができるように
していく。

・メンタルヘルス面談を受ける教職員が少ないため、何かあった際に気軽に相談できるよう面談を受けやすい
環境を整える必要がある。
・教職員の健康状態が、保健上及び教育上、児童、生徒及び幼児に与える影響が大きいため、健康診断受診率
の向上に努める必要がある。しかし、法定検診以外の受診率が伸び悩んでいる状況である。
・一般総合健診は、委託機関が各小中学校を循環して実施しているため、受診しやすい環境となっているが、
授業を抜けて受診しなければならないうえに、大規模校ではタイトなスケジュールとなっている。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、物件費として、教職員健康診断委託に23,913千円がかかっている。
114特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 26,741 ▲ 26,627

0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0
行政費用合計(b) 26,741 26,627 ▲ 114 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 26,741

0 0
▲ 26,627 114

その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 423 450 27 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 26,741 ▲ 26,627
0 0

114

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 23,861 23,913 52 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 2,457 2,264 ▲ 193

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

ストレスチェック ストレスチェック ストレスチェック
Ｂ型肝炎予防接種Ｂ型肝炎予防接種 Ｂ型肝炎予防接種

婦人科検診 婦人科検診 婦人科検診
大腸がん、肺がん検診大腸がん、肺がん検診 大腸がん、肺がん検診

胸部Ｘ線、ＶＤＴ検診 胸部Ｘ線、ＶＤＴ検診 胸部Ｘ線、ＶＤＴ検診
消化器健診消化器健診 消化器健診

委託料 一般総合健康診断 23,861 委託料 一般総合健康診断 23,913 委託料 一般総合健康診断 41,962
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

705 705大腸、肺、婦人科、Ｂ型受診者数 655 652 637 672 752
消化器検診受診者数 177 219 174 154 178

880 902 902
157 157

一般健診受診者数 818 831 820 844

5年度
教職員数 878 950 915 946 979 949 949

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

31,267 41,692
決算額（5年度は見込み） 19,801 20,895 22,338 21,987 23,861 23,913 41,692
予算額 21,857 23,032 27,725 26,520 28,079

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　学校選択制度の導入から小学校20年、中学校21年が経過し、対象者の多
くが制度を支持しているほか、制度の定着が図られている。引き続き制度
の向上に努める。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

賛成者数／回答者数
※アンケート結果

中・学校選択制度賛成の割合
（％）

80.1 81.2 77.9 80 80

賛成者数／回答者数
※アンケート結果

小・学校選択制度賛成の割合
（％）

80.2 83.2 81.1 80

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

80

経過

学校選択制度の経過
平成13年度　平成14年度中学校入学予定者を対象に実施開始
平成14年度　平成15年度小学校入学予定者を対象に実施開始
平成17年度　平成17年度小学校入学者から兄姉在学者の優先取扱い廃止
平成18年度　選択制限校制を導入（汐入小学校）※平成19年度新入生から制限
平成21年度　選択制限校制を拡大（汐入小学校、汐入東小学校、第三中学校）
平成25年度　小学校において隣接区域選択制を導入
令和元年度　汐入東小学校の選択制限を令和2年度新入生から解除

必要性

　令和４年度に希望校申込書とともに提出されたアンケートでは小・中学生の保護者の8割程度が学校選択
制度を支持しており、必要性は高い。

実施
方法

1直営

　学校選択制度については学校説明会や学校案内により各校のＰＲを行う。

目的

　学齢対象者等が、適切に就学の機会を得られるようにする。
　学校選択制度は、児童・生徒が自分に適した学校を選択することで、意欲を持って学習活動や学校行事
に取り組み、自らの能力を伸ばせることを目的としている。

対象者
等

就学：原則として、区内在住学齢対象者、及び都内在住・在勤者（夜間学級）
学校選択制度：区内居住の入学予定者及び転入学者（中学校の場合は区外居住であっても荒川区立小学校
に在籍していれば対象者とする。）

内容

学校選択制度の流れ
　 6～10月　　各校で授業公開等、学校説明会等
　 　  9月　　学校案内、入学手続き関係書類（希望校申込書等）を入学予定者へ配付
　　～10月　　希望校申込書受付
　　　11月　　希望校申込状況公表
　　　12月　　公開抽選
　翌年 1月　　入（就）学通知書の発行
　　2～3月　　公開抽選補欠者繰上発表

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 02 創意と工夫にあふれた教育の推進

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

学校教育法施行規則第32条、荒川区立小・中学
校における学校選択に関する実施要綱終期設定 年度

開始年度 平成 12 2000 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-09-01 就学・学校選択

事務事業名 就学・学校選択
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 佐々木・岡林・鹿山 内線 3332

事務事業コード 13-03-07 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成26年 予特「学校選択制度の意義」
令和元年 決特「学校選択制の入学校決定における志望動機による選考について」
令和2年 　6月「少人数学級について」
令和3年　 2月「少人数学級について」
令和3年　 6月「35人学級導入後の学校選択制度の安定運営の可否について」

他
区
の
実

施
状
況

実施 16 6 不明 0

学校選択制非実施区：大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、葛飾区

　引き続き、区立学校以外へ就学す
る場合の手続きの必要性及び方法の
周知を継続していく。

　届出にかかる保護者の費用・手間
を軽減するため、全員に配布する冊
子に受取人払いの区役所宛の宛名用
紙を掲載した。

　引き続き、区立学校以外へ就学
する場合に確実に届出されるよう
周知等をよりわかりやすく行う。

　学校説明会等に加え、ホームペー
ジに掲載する内容を充実させること
で積極的に情報発信していく。

　配付している学校紹介誌のカラー
版をホームページに掲載した。

　学校説明会の日程も含め、イン
ターネット上で情報収集する保護
者のための情報提供を引き続き充
実させていく。

・学校説明会や土曜授業公開などの実施に努めているが、感染症・天災等の影響のため、実施可能日や実施回
数等に影響が出る可能性がある。
・新入学の手続きにおいて、私立や都立学校に入学するため、区立校に入学しない対象者の把握をより確実に
行う必要がある。
・抽選校の繰上げ当選については上記私立等進学者に加え、入学前の転入・転出者の人数により影響を受ける
ため、情報の把握を確実に行う必要がある。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、物件費が多くなっている。主な内訳としては、消耗品費・学校案内及び封筒の印刷費825千
円、学校案内等郵送料1,363千円がかかっている。

194特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 24,097 ▲ 23,903
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 24,097 23,903 ▲ 194 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 24,097
0 0

▲ 23,903 194
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 3,172 3,599 427 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 24,097 ▲ 23,903
0 0

194

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 2,496 2,188 ▲ 308 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 18,429 18,116 ▲ 313

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

役務費 郵送料 2,204役務費 郵送料 1,496 役務費 郵送料 1,363
需用費 学校案内等 1,000 需用費 学校案内等 825 需用費 学校案内等 1,365

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

1,602 1,572 1,608入学予定の学齢簿人員数（中学校） 1,470 1,419 1,509 1,572

5年度
入学予定の学齢簿人員数（小学校） 1,599 1,672 1,579 1,688 1,676 1,698 1,578

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

3,516 3,569
決算額（5年度は見込み） 2,077 1,893 2,187 2,490 2,496 2,188 3,569
予算額 2,168 1,988 2,530 3,174 3,190

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

推進 推進

　小学校運営の基本的な経費を確保するものであり、必要度は高い。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

歳出決算額／児童数児童１人あたりコスト（円） 51,821 54,434 61,725 75,460

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

経過

・「ピッカピカの１年生に真新しい机といすを」：H3年度～H22年度完了。新１年生全員に机といすを
　貸与し、6年間使用させる。（23年度入学生まで持ち帰り可）
・机・いすの寄贈：H8年度～H22年度完了。6年生が持ち帰らなかった机といすを外国に寄贈。
　（H8～9ドミニカ、H10～22ジャマイカ）
・生ゴミ堆肥化事業：一時期堆肥化できなかったがR4年度から実施。
・H14年度から学校プールの残留塩素濃度測定はDPD測定法へ移行。また、学校週5日制に伴い、夏季休
　業中は外部指導員を配置することとなった。
・特定規模電気事業者（ＰＰＳ）の活用を行い、小学校の電気料金縮減を図った。
　（H23年度から順次導入し、H30年度で全24校に導入）
・学校プールにおいては、新型コロナウイルスの影響により令和2年度全校で中止とした。
・令和3年度以降の学校プールにおいては通常どおり実施。

必要性

　学校の管理運営を円滑に進めるうえで、欠くことのできない必要経費である。

実施
方法

1直営

　学務課予算分は、学務課が直接執行（契約、支払など）。学校への予算令達分は、各学校で執行。

目的

　区立小学校の適正かつ円滑な管理運営を図る。

対象者
等

区立小学校　24校

内容

・学校管理費…食糧費、光熱水費、消耗品費、印刷製本費、物品修繕費、通信運搬費、
　　　　　　　手数料、委託料、使用料及び賃借料

・教材教具…副読本等消耗品費、印刷製本費、物品修繕費、備品購入費

・学校プール運営…水泳指導員報償費、消耗品費、役務費

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 07 小中学校・幼稚園の運営

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

学校教育法、小学校設置基準、他
終期設定 年度
開始年度 昭和 39 1964 年度 根拠

法令等

学校プール運営
事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-04-01 学校管理費
01-06-01 教材教具
01-09-01

事務事業名 小学校管理運営費
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 中嶋、平塚、田中、古川 内線 3336・3338・3331

事務事業コード 13-03-08 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

H22年 四定　「小中学校の授業に直接関わる教材教具を全額公費負担すること｣
H23年 四定　「区立小中学校における特定規模電気事業者の活用について」
H25年 予特　「区立小中学校における特定規模電気事業者からの電力購入について」

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　学校管理運営費の中で備品等の更
新を行っていく。

　学校管理運営費の中の備品等予算
により、老朽化している備品などを
中心に学校備品の更新を行った。

　引き続き、学校管理運営費の中
で老朽化している備品などを中心
に備品等の更新を行っていく。

・学校の管理用及び老朽化している教材教具を中心に備品や消耗品等の更新を適宜行っていく必要がある。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、物件費が多くなっている。主な内訳としては、光熱水費、食糧費、一般需用費等492,731千
円、ごみ処理券購入費等21,566千円、管理運営用備品購入費32,308千円がかかっている。

▲ 66,242特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 496,480 ▲ 562,722

0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0
行政費用合計(b) 497,053 568,827 71,774 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 496,480

0 0
▲ 562,722 ▲ 66,242

その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 761 1,110 349 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 496,480 ▲ 562,722

6,105 5,532
▲ 66,242

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 573
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 1,302 1,124 ▲ 178 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

5,565 5,565
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 490,567 561,007 70,440 国庫支出金 573 540

0 0
▲ 33

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 4,423 5,586 1,163

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

備品購入費 管理・運営備品 37,941備品購入費 管理・運営備品 37,315 備品購入費 管理・運営備品 32,308
使用料 バス借上等使用料及び賃借料 2,234 使用料 バス借上等使用料及び賃借料 3,591 使用料 バス借上等使用料及び賃借料 4,887

委託料 机椅子廃棄等委託料 10,994委託料 机椅子廃棄等委託料 7,123 委託料 机椅子廃棄等委託料 10,896
役務費 電話料、ごみ処理費など 22,045 役務費 電話料、ごみ処理費など 21,566 役務費 電話料、ごみ処理費など 25,418

需用費 光熱水費、食糧費、一般需用費 602,840需用費 光熱水費、食糧費、一般需用費 421,911 需用費 光熱水費、食糧費、一般需用費 492,731

報償費 夏季プール水泳指導員報償費 1,240 報償費 夏季プール水泳指導員報償費 1,040 報償費 夏季プール水泳指導員報償費 2,495
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

生ゴミ処理の重量（㌔） 114,680 112,956 117,162 100,569 116,155
9,036 9,107 9,072

114,992 125,232
児童数（5月1日現在） 8,686 8,900 8,886 9,006

5年度
学校数 24 24 24 24 24 24 24

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

608,736 684,575
決算額（5年度は見込み） 461,364 476,555 473,540 466,699 491,868 562,131 684,575
予算額 496,124 507,598 542,050 630,737 582,959

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

推進 推進

　中学校運営の基本的な経費を確保するものであり、必要度は高い。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

歳出決算額／生徒数生徒１人あたりコスト（円） 59,067 65,411 74,323 92,401

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

経過

・学校の管理運営に必要な基本的な経費として一定額を確保してきた。
・机・いすの寄贈：H8年度～H22年度完了。更新時に学校が不用と判断した机といすを、小学校分とと
　もに外国に寄贈。（H8～9ドミニカ、H10～22ジャマイカ）
・生ゴミ堆肥化事業：一時期堆肥化できなかったがR4年度から実施。
・H14年度から学校プールの残留塩素濃度測定はDPD測定法へ移行。また、学校週5日制に伴い、夏季休
　業中は外部指導員を配置することとなった。
・特定規模電気事業者（ＰＰＳ）の活用を行い、中学校の電気料金の縮減を図った。
　（H23年度から順次導入し、H30年度で全10校に導入）
・学校プールにおいては、新型コロナウイルスの影響により令和2年度全校で中止とした。
・令和3年度以降の学校プールにおいては通常どおり実施。

必要性

　学校管理運営を円滑に進めるうえで、欠くことのできない必要経費である。

実施
方法

1直営

　学務課予算分は、学務課が直接執行（契約、支払など）。学校への予算令達分は、各学校で執行。

目的

　区立中学校の適正かつ円滑な管理運営を図る。

対象者
等

区立中学校　10校

内容

・学校管理費…食料費、光熱水費、消耗品費、印刷製本費、物品修繕費、通信運搬費、
　　　　　　　手数料、委託料、使用料及び賃借料

・教材教具…副読本等消耗品費、印刷製本費、物品修繕費、備品購入費

・学校プール運営…水泳指導員報償費、消耗品費、役務費

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 07 小中学校・幼稚園の運営

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

学校教育法、中学校設置基準、他
終期設定 年度
開始年度 昭和 39 1964 年度 根拠

法令等

学校プール運営
事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-04-01 学校管理費
01-06-01 教材教具
01-08-01

事務事業名 中学校管理運営費
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 中嶋、平塚、田中、古川 内線 3336・3338・3331

事務事業コード 13-03-09 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成22年 四定　「小中学校の授業に直接関わる教材教具を全額公費負担すること｣
平成23年 四定　「区立小中学校における特定規模電気事業者の活用について」

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　引き続き、学校管理運営費の中で
備品等の更新を行っていく。

　学校管理運営費の中の備品等予算
により、老朽化している備品などを
中心に学校備品の更新を行った。

　引き続き、学校管理運営費の中
で老朽化している備品などを中心
に備品等の更新を行っていく。

・学校の管理用及び老朽化している教材教具を中心に備品や消耗品等の更新を適宜行っていく必要がある

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、物件費が多くなっている。主な内訳としては、光熱水費、食糧費、一般需用費等224,564千
円、ごみ処理券購入費・生ごみ処理費等10,577千円、管理運営用備品購入費14,387千円がかかっている。

▲ 33,070特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 225,138 ▲ 258,208

0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0
行政費用合計(b) 225,817 260,804 34,987 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 225,138

0 0
▲ 258,208 ▲ 33,070

その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 761 1,110 349 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 225,138 ▲ 258,208

2,596 1,917
▲ 33,070

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 679
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 31 95 64 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

1,999 1,999
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 220,602 254,013 33,411 国庫支出金 679 597

0 0
▲ 82

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 4,423 5,586 1,163

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

備品購入費 管理・運営備品 12,737 備品購入費 管理・運営備品 14,387 備品購入費 管理・運営備品 16,715
委託料 机椅子廃棄など 4,254委託料 机椅子廃棄など 2,725 委託料 机椅子廃棄など 4,498

役務費 電話料、ごみ処理費など 10,447 役務費 電話料、ごみ処理費など 10,577 役務費 電話料、ごみ処理費など 12,735
需用費 光熱水費、食糧費、一般需用費 286,824需用費 光熱水費、食糧費、一般需用費 194,696 需用費 光熱水費、食糧費、一般需用費 224,564

報償費 夏季プール水泳指導員報償費 27 報償費 夏季プール水泳指導員報償費 83 報償費 夏季プール水泳指導員報償費 195
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

生ゴミ処理の重量（㌔） 58,605 60,046 71,839 41,264 46,031
3,373 3,419 3,471

47,012 48,674
生徒数 3,300 3,215 3,186 3,234

5年度
学校数 10 10 10 10 10 10 10

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

275,975 320,723
決算額（5年度は見込み） 209,740 213,122 217,733 191,022 220,632 254,109 320,723
予算額 301,137 233,478 244,484 271,351 256,878

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

● 有 ○ 無 7 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

推進 推進

　学校教育を補完・充実する事業として今後も実施する必要がある。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

事業決算額／在籍児童数児童１人当たりの経費（円） 394 936 1392 1590

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

1,607

経過

・行事内容の変化はあるが、事業としては学校設立当初より実施し、現在に至る。

・令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の行事が中止となった。
　地区別運動会、オーケストラ鑑賞教室、あらかわの伝統技術展

・令和3年度のワールドスクールは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施方法を変更し、
　区内小学校にて2日間の通い形式で実施した。

・令和4年度は、あらかわの伝統技術展が土日のみの開催だったため、見学を中止した。

・令和4年度のワールドスクールは、3泊4日で実施した。

必要性

　小学校における教育活動の一環として必要性は高い。

実施
方法

2一部委託

地区別運動会：各地区単位で運営　図画工作展覧会：実務は実行委員会で運営　オーケストラ鑑賞教室：
東京都交響楽団　合唱鑑賞教室：武蔵野音大

目的

　ワールドスクール、地区別連合運動会、図画工作展、オーケストラ鑑賞教室、合唱鑑賞教室などの学校
行事の実施に必要な消耗品や備品購入、児童の交通費補助金の支給により、体育的行事及び学術的行事の
円滑な運営を図る。

対象者
等

小学校在学者

内容

〇地区別運動会：南千住、峡田、尾久、日暮里の4地区ごとに実施する地区別連合運動会。10月頃
　に地区内の学校等を会場に開催。参加対象は6年生。
〇図画工作展覧会：小学校児童が授業で制作した作品を展示する。東京朝鮮第一幼初中級学校の作品も
　展示。1月中旬、例年町屋文化センターで開催。各校の4年生は、展覧会見学を行う。
〇オーケストラ鑑賞教室：6年生がオーケストラ演奏を鑑賞する。例年5月上旬に東京文化会館（上
　野）で実施。（昭和44年～）
〇合唱鑑賞教室：5年生が大学生による合唱団の合唱を鑑賞する。12月中旬、サンパール荒川
　で実施。（平成元年～）
〇あらかわの伝統技術展：4年生が生涯学習課主催の伝統技術展を見学。7月上旬。（平成26年～）
〇ワールドスクール：6年生が外国人英語指導員と共に3泊4日の共同生活を行う。（平成16年～令和１年度
までは、4泊5日）

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 07 小中学校・幼稚園の運営

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

学校教育法、小・中学校の行事に参加した生徒
に対する交通費補助金支給要綱終期設定 令和 2025 年度

開始年度 昭和 63 1988 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-08-01 学校行事

事務事業名 学校行事（小学校）
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 村田、鈴木 内線 3343

事務事業コード 13-03-15 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　新型コロナウイルス感染症の影響
をふまえ、引き続き校長会等と実施
方法や実施内容を検討していく必要
がある。

新型コロナウイルス感染症拡大防止
措置を講じたうえで、可能な限り事
業を実施した。

学校行事の円滑な実施に向けて、
今後も引き続き校長会等と実施方
法や実施内容を検討していく。

　学校合同事業の円滑な実施を行うために、校長会等との連携を密にし、必要物品の調達や業務フローの見直
しが必要である。また今後は、事業内容や状況に応じて、さらに学校と連携しながら実施方法等を検討してい
く必要がある。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、例年物件費が多くなっている。主な内訳としては、行事用消耗品等3,307千円、学校行事会場
使用料等3,349千円がかかっている。また、補助費等として、ワールドスクール謝礼725千円がかかっている。
その他の行政収入は、ワールドスクールの参加者負担金である。

▲ 3,036特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 14,701 ▲ 17,737
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 14,701 18,555 3,854 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 14,701
0 0

▲ 17,737 ▲ 3,036
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 916 975 59 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 14,701 ▲ 17,737
818 818

▲ 3,036

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 818

0 0
818

補助費等 829 1,261 432 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 7,632 11,413 3,781 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 5,324 4,906 ▲ 418

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

負担金補助等 交通費補助 87 負担金補助等 交通費補助 533 負担金補助等 交通費補助 1,032
使用料等 会場使用料、給食 4,070使用料等 会場使用料、給食 1,125 使用料等 会場使用料、給食 3,349

委託料 看護師派遣 100 委託料 看護師派遣 115 委託料 看護師派遣 108
役務費 演奏料、運搬 4,923役務費 演奏料、運搬 2,985 役務費 演奏料、運搬 4,600

需用費 賄、印刷、消耗品 3,412 需用費 賄、印刷、消耗品 3,307 需用費 賄、印刷、消耗品 3,532
旅費 視察、事務従事等 134旅費 視察、事務従事等 39 旅費 視察、事務従事等 46

報償費 ワールドスクール謝礼 713 報償費 ワールドスクール謝礼 725 報償費 ワールドスクール謝礼 815
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

5年度
在籍児童数（5月1日現在） 8,686 8,888 8,886 9,006 9,036 9,107 9,192

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

14,923 14,614
決算額（5年度は見込み） 7,198 7,330 7,051 3,555 8,461 12,675 14,614
予算額 8,701 8,301 8,211 13,484 15,994

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

● 有 ○ 無 7 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ● 計画 ○ 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

推進 推進

　学校教育を補完・充実する事業として今後も実施する必要がある。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

事業決算額／生徒数生徒１人当たりの経費（円） 1,149 2,189 2,456 4,221

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

4,469

経過

・行事内容の変化はあるが、事業としては学校設立当初より実施し、現在に至る。
・水泳大会及び弁論大会は平成14年に廃止した。
・令和3年度については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、以下の行事が中止となった。
　オーケストラ鑑賞教室、連合体育大会、伝統文化鑑賞教室、ワールドスクール
・令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、ワールドスクールが中止となった。

必要性

　中学校における教育活動の一環として必要性は高い。

実施
方法

2一部委託

オーケストラ鑑賞教室：東京都交響楽団　総合体育大会：実行委員会が運営、連合体育大会：主に体育部
会が運営、連合英語発表会・展示会：実行委員会が運営

目的

　ワールドスクール、総合体育大会、連合体育大会、連合生徒発表会、連合展示会、オーケストラ鑑賞教
室などの学校行事の実施に必要な消耗品や備品購入、児童の交通費補助金の支給により、体育的行事及び
学術的行事の円滑な運営を図る。

対象者
等

中学校在学者

内容

〇オーケストラ鑑賞教室：小学校6年生と中学校2年生がオーケストラ演奏を鑑賞する。例年5月上
　旬、東京文化会館（上野）で実施。（昭和44年～）
〇総合体育大会：部活の種目別ごとに中学校全体で大会を行う。6～9月にかけて実施。
〇連合体育大会：各中学校で選抜した選手が陸上競技大会を行う。9月下旬。
〇連合英語発表会：各中学校の選抜した生徒が英語によるスピーチを行う。11月上旬。
〇連合展示会：各中学校で生徒が美術等の授業で制作した作品を展示する。例年1月下旬、町屋文化セ
　ンターで開催
〇演劇発表会：演劇部のある中学校（原中、尾久八幡中、諏訪台中）で演劇発表をする。11月上旬。
〇伝統文化鑑賞教室：日本の伝統文化に関する公演を中学生が鑑賞する。3月上旬。
〇ワールドスクール：秋田市の協力のもと国際教養大学における「イングリッシュ・ビレッジ」のプロ
　グラムに参加する。（清里にて小学校と合同実施：平成20～24年、秋田市：平成28年～）

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 07 小中学校・幼稚園の運営

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

学校教育法、小・中学校の行事に参加した生徒
に対する交通費補助金支給要綱終期設定 令和 2025 年度

開始年度 昭和 63 1988 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-07-01 学校行事

事務事業名 学校行事（中学校）
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 村田、高橋 内線 3342

事務事業コード 13-03-16 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　今後も新型コロナウイルス感染症
による影響を考慮しながら、引き続
き校長会等と実施方法や内容を検討
していく。

　各行事の担当校長等と実施方法や
内容について協議を重ね、多くの行
事を実施することが出来た。

　学校行事の円滑な実施に向け
て、引き続き校長会等と実施方法
や内容を検討していく。

　教育委員会主催の中学校連合行事は、年間を通じて5種ほどあり、この他に演劇発表会等の行事や各学校ご
とに実施している宿泊行事等があり、学校行事の数は非常に多いため、授業時数の確保との兼ね合いを考慮す
る必要がある。
　また、新型コロナウイルス感染症等拡大防止の観点から、状況に応じて開催方法を検討していく必要があ
る。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、例年物件費が多くなっている。
▲ 651特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 13,627 ▲ 14,278

0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0
行政費用合計(b) 13,627 14,278 651 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 13,627

0 0
▲ 14,278 ▲ 651

その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 916 975 59 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 13,627 ▲ 14,278
0 0

▲ 651

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 2,083 1,655 ▲ 428 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 5,304 6,742 1,438 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 5,324 4,906 ▲ 418

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

負担金補助等 交通費補助 1,345 負担金補助等 交通費補助 1,714
使用料等 会場使用料、付帯設備使用料等 2,847使用料等 会場使用料、付帯設備使用料等 2,077

負担金補助等 交通費補助 2,023 委託料 物品運搬、ワールド手配業務 55 委託料 物品運搬、ワールド手配業務 4,348
役務費 楽団委託、トラック借上げ等 2,027使用料等 会場使用料、付帯設備使用料等 1,208 役務費 楽団委託、トラック借上げ等 1,698

役務費 楽団委託、トラック借上げ等 1,250 需用費 消耗品、印刷、連体賄 2,911 需用費 消耗品、印刷、連体賄 3,000
旅費 ワールドスクール視察、引率 138需用費 消耗品、印刷、連体賄 2,845 旅費 ワールドスクール視察、引率 0

報償費 謝礼 60 報償費 謝礼 310 報償費 謝礼 289
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

5年度
在籍生徒数（5月1日現在） 3,300 3,203 3,186 3,234 3,373 3,419 3,403

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

14,010 14,363
決算額（5年度は見込み） 8,972 8,896 8,198 3,716 7,386 8,396 14,363
予算額 11,088 11,082 11,256 14,942 14,451

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ● 計画 ○ 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

推進 推進

　児童の情操の育成、パレード等の地域活動への寄与など必要性が高い。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

歳出決算額／学校数（単位：千円）一校あたりのコスト 1,107 924 976 1,265

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

経過

昭和63年度　六瑞小4～6年生47名が入団しスタート。（平成元年度の運動会でデビュー）
平成 2年度   一峡小（現峡田小）、尾久六小（金管バンド）、二日小でスタート。
平成 5年度 　一峡小は峡田小学校となって活動を継続。
平成14年度　尾久西小、小台橋小（15年3月廃校）の2校が、特色ある学校づくりの一環として金管バン
　　　　　　ドを開始。
平成21年度　尾久西小、マーチングバンド活動を開始。
【全日本小学校バンドフェスティバル東京都大会結果（第六瑞光小学校）】
平成22・23・24・26・29・30年度　金賞
平成25・27・28・令和元年度　銀賞　　令和2年度　中止
【全日本小学校バンドフェスティバル全国大会結果（第六瑞光小学校）】
平成26年度　銀賞

必要性

　児童の情操の育成、パレード等の地域活動への寄与など必要性が高い。

実施
方法

1直営

　備品購入費や物品修繕費の令達及び指導員報償費（公認指導員30,000円、その他の指導員6,000円）の支
払を行っている。

目的

　マーチングバンドの演奏活動を通じて、児童の社会性、協調性、積極性等を磨くとともに、個性豊かな
心を培い、情操を育てることを目的とする。

対象者
等

マーチングバンド（4校）六瑞小：1～6年生　峡田小：5・6年生　尾久六小：5・6年生　二日小：4～6年生
金管バンド（3校）尾久西小：4～6年生　三峡小：4～6年生　一日小：4～6年生

内容

　事業の実施は対象小学校毎の運営により行われており、マーチングバンドフェスティバル（東京都大会
や全国大会等）や、社明運動パレード、川の手荒川まつり、吹奏楽の夕べなど、各種大会や地域の催し等
に参加している。

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 02 創意と工夫にあふれた教育の推進

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

マーチングバンド及び金管バンド養成に係る指
導員報償費事務取扱要領終期設定 年度

開始年度 昭和 63 1988 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-10-01 マーチングバンド運営

事務事業名 マーチングバンド運営
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 高橋 内線 3343

事務事業コード 13-03-18 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　各予算を適切に執行し、学校の活
動に支障をきたさないように努め
る。

　各校が滞りなく活動を行えるよ
う、事前の調査により各予算を適切
に執行した。

　各校の実情の把握に努め、引き
続き各予算を適切に執行する。

　活動に支障をきたさないよう、継続的かつ定期的に、楽器等の購入・修繕及び必要な補助を行う必要があ
る。そのため、毎年度各校に希望調査を行い、適切に予算を執行する必要がある。また、学校間でバンドの規
模や活動状況に差があるため、指導員報酬支払に関しては、実績に応じた回数配分をする必要がある。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、物件費として、楽器修繕費1,652千円、楽器購入費等2,947千円がかかっている。また、補助費
等として、指導員講師謝礼1,818千円がかかっている。

▲ 304特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 7,434 ▲ 7,738
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 7,434 7,738 304 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 7,434
0 0

▲ 7,738 ▲ 304
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 141 150 9 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 7,434 ▲ 7,738
0 0

▲ 304

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 1,548 1,956 408 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 4,926 4,877 ▲ 49 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 819 755 ▲ 64

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

負担金補助 大会参加費 102負担金補助 大会参加費 8 負担金補助 大会参加費 86

備品購入費 楽器等補充 3,025 備品購入費 楽器等補充 2,947 備品購入費 楽器等補充 3,195
使用料等 大会用バス等借上 243使用料等 大会用バス等借上 0 使用料等 大会用バス等借上 241

役務費 指導員傷害保険、各種運搬費等 52 役務費 指導員傷害保険、各種運搬費等 89 役務費 指導員傷害保険、各種運搬費等 97
需用費 楽器修繕費 2,224需用費 楽器修繕費 1,901 需用費 楽器修繕費 1,652

報償費 指導員講師謝礼 1,488 報償費 指導員講師謝礼 1,818 報償費 指導員講師謝礼 2,994
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

5年度
一校あたりの予算の推移 1,366 1,366 1,419 1,432 1,380 1,262 1,265

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

8,839 8,855
決算額（5年度は見込み） 8,969 8,869 8,832 7,751 6,474 6,833 8,855
予算額 9,565 9,565 9,937 10,024 9,660

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ● 計画 ○ 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

推進 推進

　生徒の情操の育成、パレード等の地域活動への寄与など必要性が高い。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

歳出決算額／学校数（単位：千円）一校あたりのコスト 1,121 1,150 1,107 1,216

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

経過

東京都中学校吹奏楽コンクール結果
H26　金賞：五中、八幡中　銀賞：一中、七中、南二中、原中　銅賞：九中、諏訪台中
H27　金賞：五中、八幡中、南二中、原中　銀賞：一中、諏訪台中　銅賞：七中、九中
H28　金賞：一中　八幡中　銀賞：五中、南二中、原中、諏訪中　銅賞：三中、七中
H29　金賞：八幡中　銀賞：一中、五中、南二中、原中　銅賞：三中、七中、九中、諏訪台中
H30　金賞：八幡中、原中　銀賞：一中、南二中　銅賞：三中、五中、七中、諏訪台中
R1　 金賞：一中、諏訪台中　銀賞：九中、八幡中、南二中、原中  銅賞：三中、五中、七中
R2 　実施なし
R3　 金賞：八幡中、諏訪台中、　銀賞：一中、三中、五中　銅賞：七中、南二中
R4　 金賞：一中、八幡中　銀賞：三中、五中、原中、諏訪台中　銅賞：七中、南二中
全日本アンサンブルコンテスト結果　H27・29　金賞：尾久八幡中学校

必要性

　ブラスバンド（吹奏楽）部は、各校で20～60名が所属している文化系の中心的部活動である。また、社
明パレードへの参加等地域と学校を結ぶ役割も果たしている。生徒、地域それぞれに活動へのニーズがあ
り、必要性は高い。

実施
方法

1直営

　学務課では、備品購入費や物品修繕費の令達及び指導員報償費（1回あたり6,000円）の支払を行ってい
る。

目的

　音楽による情操教育の充実と、地域の催しなどへの参加を通して、地域と学校との相互交流の推進を図
る。

対象者
等

各区立中学校

内容

　学校ごとに、文化祭や体育祭などの学校内での演奏活動をはじめ、東京都中学校吹奏楽コンクールやア
ンサンブルコンテスト等の大会、社明運動パレード、地域ごとに行われる祭りや催し、吹奏楽の夕べ等の
イベントに参加している。

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 02 創意と工夫にあふれた教育の推進

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

ブラスバンド養成に係る指導員報償費事務取扱
要領終期設定 年度

開始年度 昭和 63 1988 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-09-01 ブラスバンド整備

事務事業名 ブラスバンド運営
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 高橋 内線 3343

事務事業コード 13-03-19 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　各校により活動状況が異なるた
め、実情に応じた予算配分を行い、
予算を最大限活用する。

　各校が円滑に活動を行えるよう、
必要経費について事前に調査をし、
適切な配分により予算を活用した。

　各校により活動状況が様々であ
るため、実情に応じた適切な予算
配分により、予算を最大限活用す
る。

　活動に支障をきたさないよう、継続的かつ定期的に、楽器等の購入・修繕及び必要な補助を行っていく必要
がある。また、各学校の実績や活動内容に応じて、円滑に進められるよう事業支援をしていく必要がある。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

　行政費用では、物件費として、楽器修繕費等3,816千円、楽器購入費等5,516千円がかかっている。また、補
助費等として、主に指導員講師謝礼1,122千円がかかっている。

483特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 12,463 ▲ 11,980
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 12,463 11,980 ▲ 483 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 12,463
0 0

▲ 11,980 483
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 141 150 9 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 12,463 ▲ 11,980
0 0

483

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 1,056 1,224 168 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 10,447 9,851 ▲ 596 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 819 755 ▲ 64

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

負担金補助等 大会参加費 50 負担金補助等 大会参加費 50 負担金補助等 大会参加費 50

備品購入費 楽器等補充 5,580備品購入費 楽器等補充 5,883 備品購入費 楽器等補充 5,516
役務費 指導員保険加入料、各種運搬費用 455 役務費 指導員保険加入料、各種運搬費用 572 役務費 指導員保険加入料、各種運搬費用 586

需用費 楽器修繕費 4,268需用費 楽器修繕費 4,162 需用費 楽器修繕費 3,816
報償費 指導員講師謝礼 954 報償費 指導員講師謝礼 1,122 報償費 指導員講師謝礼 1,680

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

コンクール受賞校 8 8 9 0 7
1,150 1,107 1,216

8 8
一校あたりの決算の推移 1,305 1,303 1,304 1,121

5年度
一校あたりの予算の推移 1,429 1,429 1,429 1,397 1,317 1,214 1,216

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

12,140 12,164
決算額（5年度は見込み） 13,052 13,039 13,040 11,217 11,504 11,076 12,164
予算額 14,293 14,293 14,298 13,971 13,171

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ● 計画 ○ 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

推進 推進

　生徒の体力向上、情操教育を推進するため、必要性は高い。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

年間総件数外部指導員配置回数 3,069 4,885 4,902 5,000

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

5,000

経過

　部活動推進に係る経費は、平成20年度から「部活動推進費」を新設し、部活動のさらなる充実を図って
いる。平成22年度から指導中のケガに備え、外部指導員はスポーツ傷害保険に加入している。

　平成27年度から各種大会参加費の補助の対象枠を拡大し、区大会以上とした。このため、「中学校体育
及び文化行事参加生徒に係る交通費等補助金交付要綱」の改正を行った。

　令和2年度に、単価増による外部指導員報償費の予算増額を行った。(1,700円/1回⇒3,000円/1回）
　
　令和2年度及び3年度は新型コロナウイルス感染拡大のため、外部指導員配置回数及び実績が例年より減
少した。

必要性

　生徒たちの体力や運動能力の低下、規範意識や忍耐力の不足が指摘されており、その改善のためにも必
要性は高い。

実施
方法

1直営

　事業実施は、各学校の運営による。学務課では、備品購入費の令達や指導員報償費の支払、各種大会参
加生徒の交通費等補助を行っている。

目的

　部活動を充実させることにより、知性や感性、道徳心、体力を育み、人間性豊かな成長とそれぞれの個
性を伸ばす。

対象者
等

区立中学校　10校

内容

【外部指導員報償費】
　令和2年から謝礼増額（1,700円/1回⇒3,000円/1回）
　配置回数 令和5年度予算　年間5,000回　（令和4年度予算　年間5,000回）
【外部指導員傷害保険加入】
　運動部・文化部ともに加入
【各種大会に参加する際の交通費等補助】
　対象行事　　運動部・文化部ともに対象
　支給対象　　出場選手・補欠選手・マネージャー・外部指導員
　対象科目　　交通費・参加費・宿泊料
【一般需用費・備品購入費】
　各校あて令達し執行

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 04 児童生徒の健康づくりと体力向上

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

中学校体育及び文化行事参加生徒に係る交通費
等補助金交付要綱、外部指導員配置要綱終期設定 年度

開始年度 昭和 63 1988 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-10-01 部活動推進費

事務事業名 部活動推進費
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 村田 内線 3342

事務事業コード 13-03-20 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成28年 9月会議定　「教員の多忙化改善策の一つとして部活動の指導員確保を」
平成30年 6月会議定　「部活動における外部指導員の充実を」
令和元年 11月会議定　「小中学校における教員の働き方改革を」
令和2年　9月会議定　「部活動における区民の人材活用について」
令和3年　10月決特　「部活動の今後の方向性について」

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　　　　　　　― 　　　　　　　― 　地域連携等について、区内中学
校の現状及び課題を把握し、他自
治体の事例も参考にしながら、実
施方法について検討していく。

　外部指導員の人材確保のために、
増額した単価について学校に再周知
し、人材確保につなげる。

　外部指導員の人材を確保できるよ
う、各校に改めて外部指導員の配置
方法について周知した。

　引き続き各校の状況を把握しな
がら、円滑な活動が行えるよう外
部指導員の活用を進めていく。

　外部指導員の配置については、各
校の活用状況を踏まえつつ予算を最
大限活用し、適正に配置する。

　各校の活用状況を踏まえつつ予算
を最大限活用し、外部指導員を配置
した。

　今後も外部指導員がより活用さ
れるよう、適切な予算執行に努め
る。

・外部指導員の報酬については、毎年度各校の必要回数を調査して配分している。配分した回数より多く実施
したり、余らせたりしてしまう学校もあるため、ムリ・ムダなく活用できるよう十分な調整を図っていく。
・部活動によっては、外部指導員の人材確保が困難な状況である。
・地域連携等について、区内中学校の現状及び課題を把握し、他自治体の事例も参考にしながら、実施方法に
ついて検討していく。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

　行政費用では、物件費として、各種大会用消耗品費6,755千円、部活動用備品費1,584千円がかかっている。
また、補助費等として、主に指導員報償費14,727千円、各種大会参加交通費補助7,121千円がかかっている。

8,190特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 31,786 ▲ 23,596
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 31,786 31,670 ▲ 116 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 31,786
0 0

▲ 23,596 8,190
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 211 225 14 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 31,786 ▲ 23,596
8,074 8,074

8,190

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 21,386 21,973 587 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

8,074 8,074
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 8,960 8,340 ▲ 620 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 1,229 1,132 ▲ 97

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

負担金補助等 各種大会参加交通費補助 6,590 負担金補助等 各種大会参加交通費補助 7,121 負担金補助等 各種大会参加交通費補助 10,000

備品購入費 部活動用備品 1,913備品購入費 部活動用備品 1,869 備品購入費 部活動用備品 1,584
役務費 指導員傷害保険 125 役務費 指導員傷害保険 126 役務費 指導員傷害保険 141

需用費 消耗品費 6,790需用費 消耗品費 7,091 需用費 消耗品費 6,755
報償費 指導員報償費ほか 14,671 報償費 指導員報償費ほか 14,727 報償費 指導員報償費ほか 15,055

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

5年度
外部指導員配置回数 4,080 4,500 4,389 3,069 4,885 4,902 5,000

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

33,858 33,899
決算額（5年度は見込み） 25,854 25,139 25,665 19,483 30,346 30,313 33,899
予算額 30,230 30,943 30,181 36,812 35,359

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ● 計画 ○ 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

推進 推進

　コロナ禍で整備した、児童生徒がICT機器を家庭学習に活用できる環境を
更に充実させていく必要がある。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

小24校、中10校、幼9園ＨＰ公開校（小中幼）（校） 43 43 43 43 43

整備済校数タブレットPC導入校数 34 34 34 34 34

整備済校数
校内ＬＡＮ用コンピュータ整備済
校数

34 34 34 34

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

34

経過

平成14～16年度　パソコン児童1人1台体制（ＰＣ教室）・教員1人1台（職員室）体制整備
平成16～21年度　小中学校全校（33校）に校内ＬＡＮ整備
平成21年度　　　学校情報通信技術環境整備事業費補助金を活用し、全小中学校に電子黒板配置
平成25年度　　　タブレットＰＣモデル導入事業を開始（小学校3校、中学校1校）
平成26年度　　　タブレットＰＣの区立小中学校全校への導入
平成30年度　　　情報教育アドバイザーの各校巡回を実施（9月から）
令和元年度　　　タブレットＰＣの更改・校務用ＰＣを配置。校務支援システム仮稼働（9月）
令和 2年度 　　 校務支援システムの本稼働開始。タブレットＰＣの児童生徒への「完全1人1台」体
　　　　　　　　制を整備するとともに、コロナ禍による休校の状況に鑑み、家庭に持ち帰ることがで
　　　　　　　　きる体制を整備、「タブレットＰＣの活用等について（2荒教指第1739号）」により
                活用方法を示した。

必要性

　情報化の進展及び個性化教育の充実に伴い、新しい教育機器（タブレットＰＣ、電子黒板等）を導入し
た学習指導を推進することにより、情報活用能力を高め、学習の向上を図ることを目的とする。

実施
方法

2一部委託

・コンピュータ等はリース契約により整備。機器の管理は各学校で行い、消耗品は学校予算で対応。
・タブレットＰＣ他運用管理委託：㈱内田洋行　他

目的

　情報化の進展及び個性化教育の充実に伴い、新しい教育機器（タブレットＰＣ、電子黒板等）を導入し
た学習指導を推進することにより、情報活用能力を高め、学習の向上を図ることを目的とする。

対象者
等

区立小・中学校児童・生徒及び教職員

内容

区立小・中学校への教育用コンピュータ整備
1 タブレットＰＣの児童・生徒1人1台体制
2 ノートＰＣ教員1人1台体制
3 コンピュータソフトの充実（ドリル教材含む）
4 インターネットへの接続
5 校内ＬＡＮの整備
6 電子黒板の整備
7 校務支援システムの整備
8 蔵書管理システムの整備
9 情報教育アドバイザーによる支援

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 02 創意と工夫にあふれた教育の推進

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

荒川区学校教育ビジョン、あらかわ区政経営戦
略プラン、IT基本法終期設定 年度

開始年度 平成 3 1991 年度 根拠
法令等

教育用コンピュータ運営費
事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-06-01 教育用コンピュータ運営費
01-11-01 教育用コンピュータ運営費
01-11-01

事務事業名 教育用コンピュータ運営費
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 柳生・佐々木 内線 3344

事務事業コード 13-03-21 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

R02年　6月会議「新型コロナウイルス感染症の第二波に備えたICT環境整備について
R03年　9月会議「教員のICT活用能力を高める取組について」
R04年　予特「オンライン授業の運用について」
R04年　決特「目に優しい取り組みについて」
R04年　予特「タブレットパソコンの整備に関して」

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

各区ともコンピュータ環境は全校整備済。

　児童生徒数や学級数の増加に対応
するため、タブレットＰＣや電子黒
板等のＩＣＴ機器の適切な運用を図
る。

　適宜、児童生徒数や学級数の増加
に伴う適切な運用を実施した。

新しいソフトウェアやアプリケー
ションを導入することによって児
童生徒の個別最適化された学びや
教員の働き方改革の実現を目指
す。

　文部科学省が推奨しているローカ
ルブレイクアウトを実施することで
よりスムーズな通信環境を構築す
る。

　ローカルブレイクアウトを実施
し、スムーズな通信環境を構築し
た。

令和7年度に、タブレットＰＣの
更新を控えているため、OS選定含
め適切な機器・運用保守の選定を
行う。

・次期タブレットPC更新に向けて、適切かつ安心安全なOS・端末の選定及び運用保守事業者の選定を行う必要
がある。
・タブレットPCの児童生徒数の増加への対応や学校間による端末等の移動を適切に行う必要がある。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、物件費が多くなっている。主な内訳としては、ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC運用委託等567,159千円、機器賃借料
772,899千円がかかっている。また、行政収入として、公立学校情報機器整備費補助金、東京都GIGAｽｸｰﾙ運営
支援ｾﾝﾀｰ整備支援事業補助金、東京都ﾃﾞｼﾞﾀﾙ利活用支援員配置支援事業補助金があった。

▲ 23,380特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 1,345,946 ▲ 1,369,326

0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0
行政費用合計(b) 1,351,886 1,398,328 46,442 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 1,345,946

0 0
▲ 1,369,326 ▲ 23,380

その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 2,819 2,999 180 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 1,345,946 ▲ 1,369,326

29,002 23,062
▲ 23,380

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 5,940
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 24 27 3 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

24,004 18,064
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 5,940
物件費 1,332,661 1,380,206 47,545 国庫支出金 0 4,998

0 0
4,998

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 16,382 15,096 ▲ 1,286

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

備品購入費 ＰＣ・周辺機器用備品等 875備品購入費 ＰＣ・周辺機器用備品等 594 備品購入費 ＰＣ・周辺機器用備品等 321
使用料等 機器賃借料 741,305 使用料等 機器賃借料 772,899 使用料等 機器賃借料 782,040

委託料 タブレットＰＣ運用管理委託等 431,184委託料 タブレットＰＣ運用管理委託等 556,927 委託料 タブレットＰＣ運用管理委託等 567,159

役務費 回線使用料等 1,104 役務費 回線使用料等 20,896 役務費 回線使用料等 27,732
需用費 消耗品、修繕 21,970需用費 消耗品、ソフト、修繕 32,732 需用費 消耗品、修繕 18,931

報償費 有識者謝礼 24 報償費 研修会謝礼 27 報償費 研修会謝礼 229
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

34 34 34電子黒板整備校（校） 34 34 34 34

5年度
校内ＬＡＮ整備校（校） 34 34 34 34 34 34 34

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

1,456,036 1,264,030

決算額（5年度は見込み） 786,501 981,332 1,012,671 1,081,714 1,332,686 1,380,233 1,264,030

予算額 791,496 1,041,479 1,148,195 1,245,707 1,364,581

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

推進 推進

　教育基本法にも定められており、教育機会の確保及び義務教育の円滑な
実施を図るため必要な支援である。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

認定者数／児童生徒数（年度末現
在）

認定率　（合計） 22.4 22.2 20.6 20.4

認定者数／児童生徒数（年度末現
在）

認定率　（中学校） 30.1 29.6 27.5 26.1

認定者数／児童生徒数（年度末現
在）

認定率　（小学校） 19.6 19.4 17.9 18.3

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

経過

　この事業は、昭和40年度に都区制度改革の一環として、実施主体が都から区に変更された。その際、各
特別区間で同一基準を設けるため、都の指導のもと特別区教育長会において就学援助対象者認定のための
目安が制定された（生活保護需要額の1.5倍）。その後、当区では昭和58年度に認定基準をより公平かつ区
の実態に即したものとするため、生活保護需要額の1.1倍に変更。さらに平成20年度には認定基準の見直し
を行い、生活保護需要額の1.2倍に変更した。平成25年度より、それまで特別支援学級に通学している児
童・生徒のみが対象だった就学奨励費の対象者に、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該
当する児童・生徒を追加。生活保護法の改正の影響が及ばないように、平成27年度より認定基準を第68次
生活扶助基準を準用した基準額に変更した。平成28年度より各種通知の送付を学校を通さず直接申請者へ
郵送することとした。平成29年度より中学校の入学準備金を入学前（小学6年時）に、小学校については平
成30年度(令和元年度入学生)より前倒し支給。令和2年度から新型コロナウイルスの影響による再申請を受
け付けている。HPにおいても掲載し周知に努めている。

必要性

　経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、市町村が必要な援助を与えること
が学校教育法等で定められている。

実施
方法

1直営

　就学援助費、就学奨励費ともに、区立就学者は学校を通して、区域外就学者は学務課に申請。支給は、
就学援助で区立就学者は学期ごとに、区域外就学者や就学奨励費は年度末に個人の口座へ振替。

目的

【就学援助費】　経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し学用品費、遠足費
等を給与することにより、教育の機会均等と義務教育の円滑な実施に資する。
【就学奨励費】　特別支援学級に通学する児童・生徒の保護者に対し学用品費、遠足費等を給与すること
により、保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及を図る。

対象者
等

【就学援助費】　区内に住所を有し、公立小・中学校に児童・生徒を通学させている保護者。
【就学奨励費】　区内に住所を有し、公立小・中学校の特別支援学級に通学している児童・生徒の保護者
及び学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童・生徒の保護者。

内容

【就学援助費】　生活保護受給者（要保護者）又はそれに準ずる者（準要保護者＝世帯の前年分の総所得
が基準額（概ね生活保護需要額の1.2倍）以内の者に対し、次の各費用を支給する（要保護者は、④、⑤、
⑥、⑦、⑨、⑩のみ、他の費目は生活保護で支給）。①学用品費　②学校給食費　③入学準備金　④修学
旅行費 ⑤遠足費　⑥移動教室費　⑦夏期施設費　⑧クラブ活動費　⑨卒業記念アルバム費　⑩医療費（学
校保健安全法施行令第 8 条に規定する疾病のみ） ⑪通学費（特別支援学級のみ）　※ 17年度から国庫補
助対象費用となるのは、要保護者分のみ。　※ 22年度からクラブ活動費が生活保護の支給対象となった。
【就学奨励費】　特別支援学級へ通学、または学校教育法施行令第22条の3の障害に該当する児童・生徒の
うち、就学援助を受給していない者に対し、次の区分に応じて各費用を支給する。
 （1）世帯の前年分の総所得が基準額（概ね生活保護需要額の2.5倍）以内の者①学用品費 ②遠足費 ③学
校給食費 ④入学準備金　⑤修学旅行費　⑥通学費　⑦職場実習交通費　⑧宿泊を伴う校外活動費
 （2）基準額（概ね生活保護需要額の2.5倍）以上の者①通学費　②職場実習交通費

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 07 小中学校・幼稚園の運営

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

学校教育法、就学困難な児童生徒に係る就学奨
励についての国の援助に関する法律終期設定 年度

開始年度 昭和 31 1956 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-01-01 各種援助費
01-01-01 各種援助費

事務事業名 就学援助費（就学奨励費を含む）
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 小西 内線 3338

事務事業コード 13-03-23 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成29年  6月会議　「入学準備金の前倒し及び増額支給を」
平成29年  9月会議　「入学準備金の前倒し及び支給対象費目の拡大を」
平成30年  2月会議　「小学校の入学準備金の前倒し支給を」
令和 2年　2月会議ほか　「認定基準を現行の1.2倍から1.5倍に」
令和 4年　9月会議　「物価高騰に対応した就学援助の対象拡大」

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　22区が認定基準額を「所得額」（総所得額）としており、足立区が生保需要額の1.1倍、文京区が1.67倍。
ほかの20区は1.18～1.4倍の範囲。

　今後、新型コロナウイルス感染症
がどうなるかを見極めて、その内容
に沿った対応を考えていく。

　新型コロナウイルス感染症の動向
を注視しながら、問い合わせ等に対
し適切な対応を図った。

　引き続き、社会の動向など注視
するとともに、その内容に沿った
対応をしていく。

　他に改修しなければいけないこと
をリストアップし、システム改修に
つなげていく。

　業者との調整を取りながら引き続
きシステム改修をしている。

　今後は細かい改修はせずに、影
響が大きい不具合を優先的に改修
していく。

・令和元年度より就学援助システムが新しくなったため、検証しながら作業していく必要がある。また、令和
7年度の地方公共団体の情報システム標準化に対応する必要がある。
・失業や新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、経済状態が前年と著しく変化してしまった場合の柔
軟な対応を引き続き実施する。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、扶助費等として、就学援助費・就学奨励費252,229千円がかかっている。また、行政収入で
は、国庫支出金として、2,547千円を受領している。

1,608特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 263,052 ▲ 261,444

0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0
行政費用合計(b) 264,770 263,991 ▲ 779 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 263,052

0 0
▲ 261,444 1,608

その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 1,832 1,949 117 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 263,052 ▲ 261,444

2,547 829
1,608

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 1,718
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 252,290 252,229 ▲ 61 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 0 0 0 国庫支出金 1,718 2,547

0 0
829

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 10,648 9,813 ▲ 835

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

扶助費 就学援助、就学奨励 252,290 扶助費 就学援助、就学奨励 252,229 扶助費 就学援助、就学奨励 136,829

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

認定率（％）　（合計） 26.1 24.0 22.9 22.4 22.2
29.6 27.5 26.1

20.6 20.4
認定率（％）　（中学校） 34.8 32.2 31.1 30.1

5年度
認定率（％）　（小学校） 22.8 21.0 19.9 19.6 19.4 17.9 18.3

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

291,552 136,829
決算額（5年度は見込み） 287,526 292,964 254,659 234,078 252,290 252,229 136,829
予算額 315,297 325,668 312,052 293,109 288,327

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

推進 推進

　関係法令を遵守した学校給食を実施するための経費である。
　安定的な給食運営とするための対策を講じる必要があり、優先度は高
い。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

食中毒事件の発生件数 0 0 0 0

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

0

経過

・平成26年度　第三瑞光小に配膳室整備
　　　　　　　学校栄養職員に加え、調理員のノロウイルス定期検査も開始
・平成27年度　食物アレルギー対応指針　改訂
・平成28年度　第三瑞光小の増設校舎に給食室を整備（29年4月開校）
　　　　　　　グリストラップ清掃を全校で実施
・令和元年度　年度末をもって汐入東小学校増設校舎の給食室廃止
・令和 2年度　夏季休業短縮による熱中症対策のため、スポットクーラーを各校給食室に設置
　　　　　　　国の予算による、和牛を活用した給食の実施
・令和 3年度　食物アレルギー対応指針　改訂
・令和 4年度　学校給食費無償化を開始

必要性

　バランスのとれた栄養豊かで安全衛生的な給食を提供することが必要であり、学校教育の中で生きた教
材として、食育を進める上でも重要である。本事業は安全衛生的な給食提供のための基本的事業である。

実施
方法

2一部委託

学務課及び小中学校で実施。

目的

　児童・生徒の心身の健全な発達のために、バランスのとれた栄養豊かで安全衛生的な食事を提供するこ
とにより、健康の増進、体位の向上を図るとともに、正しい食事のあり方や望ましい食習慣を身につけ、
好ましい人間関係を育てる。

対象者
等

区立小中学校に在籍する全児童・生徒、教職員

内容

・ふれあい給食（地域の方々などを給食へ招待する）の実施
・給食運営のための食器、調理器具、衛生関係品、児童生徒用白衣等の購入
・調理機器の修繕
・学校栄養職員等の腸内細菌検査、ノロウイルス検査
・学校給食おかずの食品衛生検査
・学校給食原材料検査（検査材料費）
・給食用ボイラーの保守点検
・給食室の給排気設備・換気扇清掃・グリストラップ清掃
・給食室の害虫防除
・学校給食費無償化に係る補助金

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 04 児童生徒の健康づくりと体力向上

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

学校給食法、学校給食衛生管理基準、大量調理
施設衛生管理マニュアル終期設定 年度

開始年度 昭和 29 1954 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-01-01 一般給食事業
01-01-01 一般給食事業

事務事業名 一般給食事業
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 葛西・小出 内線 3336

事務事業コード 13-03-24 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成30年 2月会議　給食の公会計化の実施を
令和元年 9月会議　給食完全無償化の実施を
令和 2年11月会議　給食完全無償化の実施を
令和 4年 9月会議　緊急対策として学校給食の無償化を実施すること
令和 5年 2月会議　学校給食の無償化について・厳しい経済状況における負担軽減案について

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　食中毒事故防止や衛生管理の徹底
のために、各学校間での情報共有
や、事例検討の機会をつくるように
する。

　衛生講習会での最新の衛生管理の
情報提供や、栄養職員会でのグルー
プワークにおいて情報共有を行っ
た。

　引き続き、衛生講習会及び栄養
職員会にて情報共有を行ってい
く。

・栄養士及び調理員対象の講習会や、メールをとおして、衛生に関する知識の普及や食中毒・異物混入事故防
止について注意喚起していく必要がある。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、物件費が多くなっている。内訳としては、給食運営消耗品費、給食物品修繕費等36,464千円、
給食室換気扇清掃等9,956千円がかかっている。

8,788特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 65,980 ▲ 57,192
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 65,980 57,192 ▲ 8,788 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 65,980
0 0

▲ 57,192 8,788
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 705 750 45 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 65,980 ▲ 57,192
0 0

8,788

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 11,033 6,248 ▲ 4,785 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 50,147 46,420 ▲ 3,727 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 4,095 3,774 ▲ 321

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

負担金補助 学校給食費補助金 745,348

委託料 換気扇清掃、栄養士検便検査料等 9,956 委託料 換気扇清掃、栄養士検便検査料等 10,487
役務費 物品処分手数料 35委託料 換気扇清掃、栄養士検便検査料等 10,990 役務費 物品処分手数料 0

需用費 給食運営消耗品、修繕費等 39,157 需用費 給食運営消耗品、修繕費等 36,464 需用費 給食運営消耗品、修繕費等 46,261
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

0 0 37ふれあい給食(中学校)実施人数 40 30 29 0

5年度
ふれあい給食(小学校)実施人数 1,809 1,273 1,344 0 0 0 1,920

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

51,233 802,131
決算額（5年度は見込み） 50,887 38,536 46,007 42,422 50,147 46,420 802,131
予算額 58,826 46,551 51,383 49,458 56,665

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ● 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ● 会計年度任用職員 ）

①

②

③

推進 推進

　学校給食の衛生管理や児童生徒の栄養管理を担う人材として、今後も全
校への配置が必要である。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

都費栄養士を含め全校に栄養士を配
置し、未配置をなくす

学校栄養士の未配置校 0 0 0 0 0

区立小･中学校数の2分の1会計（旧非常勤）栄養士の配置数 19 19 19 19

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

19

経過

・平成8年から、栄養士未配置校に非常勤栄養士を配属した。毎年度5人ずつ配置し、10年度において全校
配置となった。20年度から九中夜間学校、令和2年度から第三瑞光小学校（第二校舎）にも配置。
・平成18年度から、月額報酬を二段階にし、管理栄養士を1種、栄養士を2種とした。
・平成19年度から主任栄養士が設けられ、平成21年度から上級一般が設けられた。
・令和2年度から会計年度任用職員制度が導入され、期末手当支給と勤務時間が1日7時間になった（令和2
年3月31日以前から勤務の栄養士は1日6時間または1日7時間勤務の選択可）。月額報酬を四段階にし
1日7時間勤務管理栄養士を3種、栄養士を4種、1日6時間勤務管理栄養士を1種、栄養士を2種とした。
【５年度】　荒川区立学校栄養士（3種）：2人
　　　　　　荒川区立学校上級栄養士（3種）：2人　（4種）：1人
　　　　　　荒川区立学校主任栄養士（1種）：2人　（3種）：3人　（4種）：4人
　　　　　　荒川区立学校上級主任栄養士（3種）：3人　（4種）：2人

必要性

　各校、独自に献立作成や食材料の発注等を行い、自校方式で給食を調理しており、栄養士がいないと給
食の運営が成り立たない。食物アレルギー対応も行っているため、必要性は高い。

実施
方法

1直営

学務課で実施
（健康保険、厚生年金保険、雇用保険に関する事務・支出については職員課福利係が実施）

目的

　都費学校栄養職員の配置基準は、区市町村学校数の1/2の人数であるため、都費栄養士が配置されていな
い学校に区費で栄養士（会計年度任用職員）を配置する。
　これにより、栄養や健康の専門家として安心安全な給食を提供し、児童生徒の生涯にわたる心身の健康
づくりへとつなげていく。さらに、学級担任や養護教諭と連携し、内容豊かな給食指導に取り組む。

対象者
等

都費学校栄養職員が配置されていない小・中学校

内容

○会計年度任用職員（荒川区立学校栄養士）の配置校 19校（小学校14校 ・ 中学校5校 ※九中夜間学級含
む）
　第二瑞光小学校、第三瑞光小学校（第二校舎）、第六瑞光小学校、第二峡田小学校、第三峡田小学校
　第七峡田小学校、第九峡田小学校、尾久小学校、尾久西小学校、尾久第六小学校、大門小学校、
　第一日暮里小学校、第二日暮里小学校、第六日暮里小学校
  第四中学校、第五中学校、第七中学校、南千住第二中学校、第九中学校(夜間学級)
※令和2年度、汐入東小学校（増設）が廃止され、第三瑞光小学校（第二校舎）に配置。
　・会計年度任用職員報酬・期末手当・費用弁償の支出（年末調整を含む）は、職員課に執行委任
　・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料を確認し、報酬からの天引は、職員課に執行委任
　・貸与被服の一部購入、貸与
　・新規採用者の採用手続き及び退職手続きの事務等

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 04 児童生徒の健康づくりと体力向上

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

学校給食法、栄養士法、健康増進法
終期設定 年度
開始年度 平成 8 1996 年度 根拠

法令等

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-01-02 学校栄養職員報酬
01-01-02 学校栄養職員報酬

事務事業名 学校栄養職員報酬
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 小出 内線 3336

事務事業コード 13-03-25 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成15年 三定　「栄養士の常勤化を求める」

他
区
の
実

施
状
況

実施 20 2 不明 0

区費非常勤栄養職員配置状況　自治体:人　4年5月1日現在
千代田:6 中央:15 港:12 新宿:19 文京:7 台東:12 墨田:18 江東:37 目黒:1 大田:45 世田谷:46
渋谷:10 杉並:32 豊島:15 北:22 板橋:36 練馬:54 足立:54 葛飾:36 江戸川:2

引き続き、献立等意見交換の場を提
供する。その際、新型コロナウイル
ス感染症の感染状況を踏まえ、実施
方法も検討する。

栄養職員会を開催し、グループワー
クにて情報交換を行う場を提供し
た。

継続して、都費・区費の栄養職員
会でグループワークの時間を設
け、献立及びアレルギー対応等情
報交換の場を設ける。

・食物アレルギー等の対応も含め、高度な知識と技術が要求される業務のため、情報交換の場や献立検討に関
する意見交換の場を提供する必要がある。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、給与関係費が多くなっている。主な内訳としては、会計年度任用職員栄養士報酬60,924千円、
社会保険料10,674千円がかかっている。

▲ 1,295特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 91,793 ▲ 93,088
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 91,793 93,088 1,295 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 91,793
0 0

▲ 93,088 ▲ 1,295
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 1,055 1,233 178 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 91,793 ▲ 93,088
0 0

▲ 1,295

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 2,883 2,917 34 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 87,855 88,938 1,083

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

委託料 採用時健康診断 33委託料 採用時健康診断 11 委託料 採用時健康診断 0
需用費 貸与被服 5 需用費 貸与被服 37 需用費 貸与被服 53

旅費 費用弁償 3,131旅費 費用弁償 2,867 旅費 費用弁償 2,879
共済費 健康保険料・厚生年金保険料 11,019 共済費 健康保険料・厚生年金保険料 10,674 共済費 共済組合・厚生年金保険料 10,407

職員手当等 一般職期末手当 12,209職員手当等 一般職期末手当 12,163 職員手当等 一般職期末手当 12,125
報酬 会計年度任用職員栄養士報酬 60,869 報酬 会計年度任用職員栄養士報酬 60,924 報酬 会計年度任用職員栄養士報酬 61,338

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

5年度
会計（旧非常勤）栄養士配置人数（人） 19 19 19 19 19 19 19

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

87,257 87,171
決算額（5年度は見込み） 61,701 61,763 62,510 84,664 86,934 86,640 87,171
予算額 65,597 66,373 66,392 85,749 87,670

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ● 計画 ○ 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

推進 推進

　プロポーザルによる優良な業者の選定を行い、安全・安心な給食を継続
的に提供する必要がある。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

さらなる安定的な給食業務の履行プロポーザル導入校数 13 23 34 34 34

調理業務委託を活用した給食の多様
化

バイキング給食等特色ある学校給
食実施校数

34 34 34 34

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

34

経過

・平成6年度｢荒川区立小中学校給食検討委員会｣及び、平成6年度｢荒川区行財政と区民サービスのあり
　方を考える懇談会｣の検討を踏まえ、平成7年度に説明会等を行い、平成8年度から給食調理業務の委
　託を開始した。
・平成14年度～中学校全校委託完了
・平成16年度～小学校全校委託完了
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年3月2日午後から5月末まで全校臨時休業に伴い、
　給食提供中止
・夏季休業短縮に伴い、令和2年7月及び8月の昼食提供事業を実施
・令和2年度～提案評価方式（プロポーザル）による業者の選定
・令和4年度、すべての学校が提案評価方式による業者選定へ移行完了

必要性

　学校給食を経済的に実施し、なおかつ多様化する調理業務にきめ細やかに対応をするため、調理業務委
託を実施する必要がある。

実施
方法

3委託

　直営時に比べて効率的・経済的に調理業務を行うことができ、充実した給食が安定的に実施できるので
効果は高い。

目的

　給食調理業務を委託することで、学校給食を経済的に実施し、なおかつ多様化する調理業務にきめ細や
かに対応することにより、学校給食の充実を図る。

対象者
等

　区立小中学校に在籍する全児童・生徒、教職員

内容

【給食調理業務委託・委託内容】
・給食用食材対面納品　・調理（食物アレルギー対応含む）
・配缶及び運搬　　　　・食器等の洗浄、消毒、保管
・残菜及び塵芥の処理　・施設、設備の清掃及び日常点検

【業者の選定について】
　業者については、都内での学校給食の受託実績や、安定的な人員の確保が見込めるか等を勘案し、確実
に履行できる者を選定する。また、業務責任者及び副業務責任者に関しては、調理師免許（又は栄養士免
許）を持つ者を配置できる業者とする。
　これまでは指名競争入札により業者を決定していたが、令和２年度以降、提案評価方式（プロポーザ
ル）により業者を選定している。

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 04 児童生徒の健康づくりと体力向上

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

学校給食法、食品衛生法
終期設定 年度
開始年度 平成 8 1996 年度 根拠

法令等

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-01-03 給食調理業務委託
01-01-03 給食調理業務委託

事務事業名 給食調理業務委託
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 葛西・小出 内線 3336

事務事業コード 13-03-26 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成17年 二定　受託業者に専門資格を有する職員の配置、履行状況の確認について

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　平成17年度、特別区では全区が調理業務委託を導入した。

　保健所と連携をとりながら、継続
して食中毒予防や、感染症対策につ
いてチェックしていく。

　保健所による衛生巡回やメールで
の情報提供などを実施し、食中毒予
防や感染症対策指導を行った。

保健所と連携をとりながら、継続
して食中毒予防や、感染症対策に
ついて確認していく。

　引き続き、プロポーザルにおける
提案内容が反映されているかの確認
を行い、反映されていない業者へ
は、適宜指導する。

　学校から提出される月例報告書
や、給食室への巡回を通して、履行
状況の確認を行った。

引き続き、プロポーザルにおける
提案内容が反映されているのかの
確認を行い、反映されていない業
者へは、適宜指導する。

　他区においても、調理業務の委託化が進み、年々実施校が増える中、どの事業者も人材（調理員）の確保が
厳しい状況にあるため、早期に業者の選定を進める必要がある。
　一方で、アレルギー対応食の誤食、食中毒、異物混入等の事故を防ぐためにも、一定レベル以上の事業者を
選定する必要がある。令和２年度以降は、指名競争入札から提案評価方式による選定に移行することでこれら
の課題を解決し、より安定的な給食運営ができると考えられる。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、物件費として、給食調理業務委託800,644千円がかかっている。
▲ 29,679特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 775,489 ▲ 805,168

0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0
行政費用合計(b) 775,490 805,168 29,678 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 775,489

0 0
▲ 805,168 ▲ 29,679

その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 705 750 45 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 775,489 ▲ 805,168

0 ▲ 1
▲ 29,679

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 1
減価償却費 0 0 0 その他 1 0

0 0
▲ 1

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 770,690 800,644 29,954 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 4,095 3,774 ▲ 321

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

委託料 給食調理業務委託 770,690 委託料 給食調理業務委託 800,644 委託料 給食調理業務委託 836,604

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

10 10 10中学校給食調理委託学校数 10 10 10 10

5年度
小学校給食調理委託学校数 24 24 24 24 24 24 24

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

809,692 836,604
決算額（5年度は見込み） 669,710 693,725 716,744 784,518 770,690 800,644 836,604
予算額 680,952 718,155 727,557 784,521 787,968

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　学校給食における食育の推進のために継続して実施する必要がある。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

経過

　平成20年度の食材等の急騰等を受け、給食内容及び給食費等のあり方について副区長を委員長とした
「荒川区学校給食のあり方検討委員会」を設置した。あり方検討委員会での検討を踏まえ平成20年第3回定
例会に補正予算を計上し、20年度途中から事業を開始した。
　平成30年度からは米の納入時期を2回とし、学校への安定供給を図っている。
　令和4年度は食材費高騰のため食育推進給食を10回分増額した。
　令和5年度は給食費の援助による実質無償化に伴う必要予算を計上しているため、食育推進給食としての
予算計上は行わない。

必要性

　食育啓発及び給食内容の充実を図る契機として本事業の必要性は高い。また、食材の購入を東京都米穀
小売商業組合荒川支部から行うことにより、地域経済の振興に資することから必要性が高い。

実施
方法

1直営

・学務課及び各小中学校で実施。
・米の現物給付：東京都米穀小売商業組合荒川支部から購入

目的

　「食育推進給食」の実施により、食育啓発の実践に資するとともに、給食を考える機会及び給食メ
ニュー開発の機会を作るなど給食内容の充実を図る。

対象者
等

区立小中学校に在籍する全児童・生徒の保護者

内容

【米の現物給付】
　米の現物給付を行い、給食費の負担軽減を図る（米飯給食４４回分相当量の米）
　　・小学校　児童数×0.086㎏×44回＝総給付量
　　・中学校　生徒数×0.115㎏×44回＝総給付量

【食育推進給食】
　区立小中学校の給食において、食育啓発の実践に資する食材・献立等に工夫を凝らした「食育推進給食
（例：和食の紹介、東京産の食材の活用、等）」を提供する。

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 04 児童生徒の健康づくりと体力向上

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

学校給食法、食育基本法、荒川区食育推進給食
食材費補助金交付要綱終期設定 年度

開始年度 平成 20 2008 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-01-04 学校給食内容充実事業
01-01-04 学校給食内容充実事業

事務事業名 学校給食の内容充実
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 中嶋 内線 3336

事務事業コード 13-03-27 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

給食無償化についての質問あり
13-03-24一般給食事業　参照

他
区
の
実

施
状
況

実施 7 15 不明 0

米の現物給付など、給食食材の現物給付実施区
荒川区、中央区、港区、新宿区、文京区、北区、板橋区、練馬区

　４年度についても、同様に実施す
る。

　食材費の高騰に伴い、食育推進給
食を増額した。

　給食費の援助による実質無償化
と並行して、食育推進、地域経済
振興のため、米の現物給付を実施
していく。

食材費の価格状況や社会情勢等を踏まえて設定している学校給食費について、令和５年度より「一般給食事
業」で給食費の援助による給食費の無償化を行う。給食費無償化を行いながらも食育啓発の実践に資する必要
がある。また、地元の米穀小売商業組合から購入することにより、地域経済の振興に資する観点も必要性があ
る。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、物件費として、米の現物給付費・食育推進物品購入費21,613千円がかかっている。また、補助
費等として、食育推進給食補助金の額が増えている。これは行政収入にある都支出金を活用して食育推進給食
の実施回数を増やしたことと対応している。

▲ 458特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 32,863 ▲ 33,321
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 32,863 71,610 38,747 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 32,863
0 0

▲ 33,321 ▲ 458
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 70 75 5 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 32,863 ▲ 33,321
38,289 38,289

▲ 458

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 11,339 49,545 38,206 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

38,289 38,289
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 21,044 21,613 569 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 410 377 ▲ 33

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

負担金補助等 食育推進給食補助金 11,339 負担金補助等 食育推進給食補助金 49,545
需用費 米の現物給付、食育推進物品購入 21,044 需用費 米の現物給付、食育推進物品購入 21,613 需用費 米の現物給付 22,510

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

44 44 44米の現物給付の米飯回数 44 44 44 44

5年度
食育推進給食（公費補助）実施校数 35 35 35 35 35 35 0

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

74,188 22,510
決算額（5年度は見込み） 31,881 32,648 33,449 33,621 32,383 71,158 22,510
予算額 32,610 34,219 34,688 35,096 35,599

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ● 計画 ○ 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

推進 推進

　給食調理能力を維持する必要があるため、優先度は高い。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

順調な更新により修繕費の抑制を目
指す

給食備品等物品修繕費（千円） 7,920 6,732 6,557 6,732

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

4,763

経過

・平成8年度の学校給食衛生管理の基準の改定により、腸管出血性大腸菌Ｏ-157対策として冷凍庫・冷
　蔵庫を一括購入している。
・平成22年度から、高額備品については、学校給食備品更新事業において更新をしている。
・更なるドライ運用徹底のため、平成24年度から、「煮沸消毒槽」更新時は「殺菌庫」を新たに購入
　している。
・平成28年度　焼もの機→スチームコンベクションオーブンに入れ替え完了
・高さ60㎝未満の作業台については、平成29年度末をもって全て廃棄完了（高さ60㎝以上のもの
　に更新済み）。
・令和元年度～事業統合（本事業と「学校給食備品更新事業」を併せて「一般備品整備」へ）

必要性

　調理機器具や衛生確保の物品等は、学校給食を安全衛生的に確実に提供するためには必要不可欠であ
る。

実施
方法

1直営

学務課及び小中学校で実施

目的

　教育的目標を持った学校給食の運営にあたり、給食を作る調理機器具、衛生関係品等の必要な備品を整
備し、学校給食を安全・衛生的に供給し、かつ作業を効率化する。

対象者
等

　区立小中学校に在籍する全児童・生徒、教職員

内容

・学校給食運営のための調理機器具、衛生関係品等の備品購入
（各校の標準整備備品）
　回転釜、焼もの機、フライヤー、炊飯器、ガステーブル、洗米機、フードカッター、野菜裁断機、
  冷蔵庫、冷凍庫、牛乳保冷庫、食器消毒保管庫、煮沸消毒槽、球根皮むき機、ボイラー、
　流し台（2槽、3槽、移動）、調理台、作業台、炊飯台、水切り台、作業車、運搬車、
　食器洗浄機、自動台秤、配膳台、白衣洗濯機など

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 04 児童生徒の健康づくりと体力向上

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

学校給食法、学校給食衛生管理基準、大量調理
施設衛生管理マニュアル終期設定 年度

開始年度 昭和 29 1954 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-02-01 一般備品整備
01-02-01 一般備品整備

事務事業名 給食用一般備品整備
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 葛西 内線 3336

事務事業コード 13-03-28 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　学級増等、状況の変化を継続して
見つつ、給食室の設備に合った調理
機器を整えていく。

　児童生徒数の変化や給食室の構
造・規模に応じて調理機器の整備を
行った。

　学級増等、状況の変化を継続し
て見つつ、給食室の設備にあった
調理機器を整えていく。

　引き続き、ランニングコストや学
校現場の評価を参考にしながら、機
種の選定・購入を行う。

　選定の際に、学校や業者と使い勝
手等について確認をとりながら、更
新を進めていった。

　引き続き、ランニングコストや
学校現場の評価を参考にしなが
ら、機種の選定・購入を行う。

・耐用年数や使用状況、給食室大規模改修工事等を勘案し、計画的に備品を更新していく必要がある。
・耐用年数を超える前に、修繕不能な状態が発生してしまった場合には新規購入を避けられない。
・児童生徒数や学級数の増加に応じて、機器の増設や大型化を図り給食提供が可能な環境を整備していく必要
がある。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、物件費として、15,544千円がかかっている。
▲ 4,591特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 33,287 ▲ 37,878

0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0
行政費用合計(b) 33,287 37,878 4,591 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 33,287

0 0
▲ 37,878 ▲ 4,591

その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 282 300 18 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 33,287 ▲ 37,878
0 0

▲ 4,591

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 15,812 20,524 4,712 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 15,555 15,544 ▲ 11 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 1,638 1,510 ▲ 128

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

備品購入費 給食用機器購入 43,770 備品購入費 給食用機器購入 48,115 備品購入費 給食用機器購入 96,388
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

3 4殺菌庫の購入（台） 6 8 1 4 0
球根皮むき機の購入（台） 3 6 7 1 3

6 0 6
0 3

フードカッターの購入（台） 1 1 2 3

5年度
野菜裁断機の購入（台） 1 0 1 3 6 2 5

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

48,465 96,388
決算額（5年度は見込み） 6,572 43,861 49,860 44,857 43,770 48,115 96,388
予算額 6,895 44,052 49,882 44,989 46,243

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ● 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　学校保健安全法第23条の規定に基づき、引き続き設置する。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

経過

○昭和34年    学校保健法制定に伴い、学校医の設置が初めて明文化された。
○平成 3年度  幼稚園薬剤師の委嘱開始。
○学校統廃合に伴い学校医等の数が減少。平成12年度の嘱託医報酬額の第一次見直しに続き、平成15年
　度第二次見直しを実施した(平成15年度から小中学校の内科・眼科・耳鼻咽喉科については、在籍児
　童・生徒の規模により報酬額を決定する方式に変更した）。
○平成20年度  こども園の委嘱開始。平成23年度よりこども園の内科医報酬額を変更。
○平成24年度  大規模校（児童・生徒数600人以上）の内科・眼科・耳鼻科医報酬額を設定。
○平成26年度　小中学校の歯科医について、学校の規模により報酬額を決定する方式に変更。
○平成27年度  大規模校（児童・生徒数800人以上）の内科・眼科・耳鼻科医報酬額を設定。

必要性

　学校保健安全法により、学校には学校医等を置くものとされており、必要不可欠のものとなっている。

実施
方法

1直営

○委嘱　　　　　　医師会、歯科医師会、薬剤師会より推薦を受けた者を教育委員会が委嘱
○報酬費支払　　　毎月末、報酬を指定口座に振込む

目的

　区立小中学校・幼稚園及びこども園における児童・生徒・園児の健康保持を図るため、学校医、学校歯
科医及び学校薬剤師（以下「学校医等」）を委嘱する。

対象者
等

区立小中学校・幼稚園及びこども園の学校医等

内容

○委嘱科目等　内科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科、薬剤師、精神科（小学校、中学校各1名）
○委嘱者数　・小学校121名（5科目×24校、精神科医1名）
　　　　　　・中学校 56名（5科目×11校、精神科医1名） ※九中夜間学級を1校として計算
　　　　　　・幼稚園 40名（5科目×8園）
　　　　　　・こども園5名（5科目）
○職務内容　・学校医　　　　　健康診断及び年間を通じた保健指導や健康相談等
　　　　　　・学校歯科医　　　歯科及び口腔の健康診断、健康相談、う歯予防事業等の保健指導等
　　　　　　・学校薬剤師　　　環境衛生検査、薬事衛生や公衆衛生における学校への指導、助言等
○月額報酬額　在籍児童、生徒規模等に応じて　　・学校医　　　　10,200円～57,100円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・学校歯科医　　10,200円～46,280円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・学校薬剤師　 　5,800円～21,900円

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 04 児童生徒の健康づくりと体力向上

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

学校保健安全法、荒川区非常勤職員の報酬及び
費用弁償に関する条例施行規則終期設定 年度

開始年度 昭和 34 1959 年度 根拠
法令等

嘱託医報酬
事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-01-01 嘱託医報酬
01-01-01 嘱託医報酬
01-04-01

事務事業名 嘱託医報酬
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 小林 内線 3337

事務事業コード 13-03-30 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　４年度についても、感染予防のた
め購入及び配付を実施する。

　嘱託医からの要望により、新たに
不織布のエプロンを購入し、各園小
中学校に配付した。

　今後も、嘱託医や学校の要望に
沿うよう、購入品を購入するよう
にする。

　各健康診断では、各感染症の影響により、子どもたちの感染予防及び医療従事者の感染予防を第一に考慮
し、ゴム手袋、フェイスシールド及び不織布エプロン等の消耗品を購入し、各園小中学校へ健康診断用として
送付したうえで、健康診断を実施するよう働きかけている。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、給与関係費として、非常勤職員報酬85,785千円がかかっている。
188特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 87,782 ▲ 87,594

0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0
行政費用合計(b) 87,782 87,594 ▲ 188 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 87,782

0 0
▲ 87,594 188

その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 282 300 18 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 87,782 ▲ 87,594
0 0

188

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 0 0 0 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 87,500 87,294 ▲ 206

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

報酬 非常勤職員報酬 85,862 報酬 非常勤職員報酬 85,785 報酬 非常勤職員報酬 86,288
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

5 5嘱託医数（こども園） 5 5 5 5 5
嘱託医数（幼稚園） 40 40 40 40 40

56 56 56
40 40

嘱託医数（中学校） 56 56 56 56

5年度
嘱託医数（小学校） 121 121 121 121 121 121 121

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

86,147 86,288
決算額（5年度は見込み） 85,188 85,185 85,534 85,697 85,862 85,785 86,288
予算額 85,839 86,166 86,515 86,310 86,473

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　児童生徒・幼児の体調不良や負傷に対応する保健室の運営費及び法律に
定められた環境検査にかかる費用であり、学校運営上必要である。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

簡易専用水道検査（書類整備除）水道施設検査結果の不適件数(％) 5 15 13 10 5

教室の照度・騒音・空気検査、給食
室の衛生検査

教室環境検査結果の不適件数(％) 25 18 21 20

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

20

経過

・平成15年度  室内化学物質測定を開始。
・平成17年度　ダニ検査を開始。小中学校にAEDを配置。
・平成19年度　検診器具滅菌委託を歯科検診･就学就園時検診分も開始。
・平成20年度　幼稚園こども園にAEDを配置。
・平成24年度　携帯用酸素供給器を購入し小中学校へ配付。
・平成29年度　上腕式電子血圧計とパルスオキシメーター(小学校は小児対応のもの)を小中学校へ配置
・平成30年度　ＡＥＤ賃貸借契約（H30.7.1～R7.6.30）
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年3月2日午後から5月末まで全校(園)臨時休業。
・令和 2年度　感染症対策のため、手指消毒用アルコールや抗菌マスクケース等を購入。
　　　　　　　継続的に各園小中学校へ消耗品費を令達している。

必要性

　児童・生徒・園児の健康を維持するために、学校環境衛生基準に基づく環境の構築及び、施設の衛生管
理を行う必要がある。

実施
方法

2一部委託

消耗品費、役務費及び備品購入費は学校へ令達又は学務課が実施。樹木害虫駆除は、防災都市づくり部へ
執行委任。健診用器具滅菌委託:鴻池メディカル株式会社

目的

　学校（幼稚園）施設の衛生管理及び保健室に必要な予算の計上を行い、学校（幼稚園）の良好な教育環
境を構築する。

対象者
等

区立小学校24校　区立中学校10校　区立幼稚園8園　区立こども園1園

内容

・AED賃貸借契約…小中学校,幼稚園及びこども園にAEDの設置（使用料及び賃借料）
・汚物処理…トイレの使用済み生理用品を週に１度回収（役務費）
・給水施設水質検査…簡易専用水道等の水質及び水槽等外観検査等を年に1回実施（役務費）
・保健室用寝具乾燥消毒…保健室の寝具を各学期に1回乾燥消毒（役務費）
・教室害虫駆除…害虫が発生した際、発生教室の消毒を行う（委託料）
・オージオメーター校正委託…定期健康診断に使用する聴力検査器の校正を年に1回実施（委託料）
・室内化学物質測定…教室等の化学物質濃度を測定（委託料）
・ダニ検査…教室のカーペット等のダニ及びダニアレルゲン検査を年に1回実施（委託料）
・健康診断用器具滅菌・保管・配送…健診器具を保管し、必要な時期に配送・回収及び消毒処理を行う
（委託料）
・樹木害虫駆除…樹木に害虫が発生した際の剪定、消毒の実施（委託料）

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 04 児童生徒の健康づくりと体力向上

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

学校保健安全法
学校保健安全法施行規則終期設定 年度

開始年度 昭和 34 1959 年度 根拠
法令等

保健管理費
事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-02-01 保健管理費
01-02-01 保健管理費
01-05-01

事務事業名 学校保健管理費
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 小林・萩原・小西・平塚・上山 内線 3337・3338

事務事業コード 13-03-31 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成28年　決特　「学校保健衛生法にかかわる質問」

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　学校安全保健法及び学校環境衛生基準に基づき各区で実施している。

　引き続き、学校保健機器に不具合
が発見された際には、修繕し、オー
ジオメータについては、買い換えを
行っていく。

　耐用年数が過ぎているオージオ
メータについて、数年掛けて買い換
えを行っている。

　引き続き、学校保健機器に不具
合が発見された際には、修繕し、
オージオメータについては、買い
換えを行っていく。

　学校保健用機器（オージオメータや健康診断用器具）に不具合が発見された場合、早急な修繕や購入による
補充をする必要がある。また、オージオメータについては、購入から10年以上経過しているものが見受けられ
るため、順次年度ごとに古いものから買い換え中である。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、物件費が多くなっている。主な内訳としては、保健室用消耗品費等25,394千円、水質検査等
3,511千円、検診器具滅菌等4,928千円、保健室用備品費2,720千円がかかっている。また、行政収入として、
新型コロナウイルス感染症対策費の補助金があった。

1,782特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 40,276 ▲ 38,494
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 53,606 51,498 ▲ 2,108 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 40,276
0 0

▲ 38,494 1,782
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 2,044 2,369 325 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 40,276 ▲ 38,494
13,004 ▲ 326

1,782

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 13,330
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 27 0 ▲ 27 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

307 ▲ 273
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 580
物件費 39,658 37,203 ▲ 2,455 国庫支出金 12,750 12,697

0 0
▲ 53

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 11,877 11,926 49

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

備品購入費 保健室備品の更新 2,825備品購入費 保健室備品の更新 2,952 備品購入費 保健室備品の更新 2,720
使用料 AEDリース 650 使用料 AEDリース 650 使用料 AEDリース 653

委託料 樹木消毒、健診器具滅菌等 7,518委託料 樹木消毒、健診器具滅菌等 4,466 委託料 樹木消毒、健診器具滅菌等 4,928
役務費 汚物処理、水質検査等 3,904 役務費 汚物処理、水質検査等 3,511 役務費 汚物処理、水質検査等 4,805

需用費 保健用消耗品等 29,212需用費 保健用消耗品等 27,687 需用費 保健用消耗品等 25,394
報償費 講師派遣料 27 報償費 講師派遣料 0 報償費 講師派遣料 28

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

39 39簡易専用水道検査の件数(件) 38 38 38 39 39
給食室の衛生検査の件数(件) 114 114 114 111 111

176 176 176
111 111

教室の空気検査の件数(件) 176 176 176 176

5年度
教室の照度･騒音検査の件数(件) 172 172 172 172 172 172 172

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

46,033 45,041
決算額（5年度は見込み） 9,536 8,807 17,355 73,152 39,686 37,203 45,041
予算額 11,023 12,122 22,014 85,215 47,198

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　学校保健安全法第13条により実施する義務がある。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

精密検査の結果、結核の疑いのある
者

結核検査（有所見者数） 0 0 0 0 0

三次検査の結果、医療の要する者心臓検診（有所見者数） 47 39 43 30 30

三次検査の結果、医療の要する者腎臓検診（有所見者数） 30 33 15 10

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

10

経過

・昭和34年 　 学校保健法制定に伴い、実施が義務づけられた。
・昭和47年度  心臓検診開始（昭和51年からは、学校保健法の一部改正により実施が義務づけ）。
・昭和53年度  脊柱側わん検診のモアレ撮影を開始。
・昭和54年度　貧血検査を開始。
・平成15年度　学校保健法の一部改正により結核検診方法を変更し、BCG予防接種を廃止した（問診票
　　　　　　　調査により、結核対策委員会で要検討者を抽出し、検討結果で要精密検査対象者が区内
　　　　　　　医療機関で受診する）。
・平成21年度　歯科健診について、健診時、各校での事務補助員の配置を開始
・平成28年度　学校保健法の一部改正に伴い、座高測定、寄生虫卵検査を廃止。
　　　　　　　四肢の状態（運動器）に関する検診の実施。色覚検査を開始。
・令和 2年度　新型コロナウイルス感染症拡大による医療従事者への影響を踏まえ2学期以降に実施。

必要性

　学校教育を円滑に実施するためには、児童、生徒、幼児の健康管理は、必要不可欠である。また、学校
保健安全法第13条に「学校においては、毎学年定期に、児童生徒等（通信による教育を受ける学生を除
く。）の健康診断を行わなければならない。」と定められている

実施
方法

2一部委託

・児童生徒幼児健康診断業務：荒川区医師会
・腎臓検診、聴力精密検査、結核精密検査等

目的

　児童、生徒、幼児の疾病の予防と早期発見のため検査を実施し、健康の保持増進を図り、もって学校教
育の円滑な運営に資することを目的とする。

対象者
等

荒川区立小中学校及び幼稚園に在籍する児童、生徒及び園児

内容

【検診名】　　　　　　【対象者】
腎臓検診・・・・・・小学生・幼稚園児全員
心臓検診・・・・・・小中学1年生、一部他学年
聴力精密検査・・・・一次検査要精検者
結核精密検査・・・・結核対策委員会の要精検者
脊柱側わん検査・・・小学5年生、中学1年生
貧血検査・・・・・・中学1年生
歯科健診・・・・・・小学生・幼稚園児全員
色覚検査・・・・・・小学4年生、中学2年生

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 04 児童生徒の健康づくりと体力向上

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則
終期設定 年度
開始年度 昭和 34 1959 年度 根拠

法令等

各種検診費
事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-02-02 各種検診費
01-02-02 各種検診費
01-05-02

事務事業名 児童生徒健康診断
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 萩原、小林 内線 3338

事務事業コード 13-03-32 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成18年 二定　児童生徒のぜん息及び尿蛋白被疾患率の高さを分析し、子どもの健康づくりの課題と対策を
明らかにすること
平成27年 2月会議　色覚検査の重要性を保護者に周知すること

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　保健システムを学校で使用しやす
いようなシステムに改善する。

　適宜問題個所の修正を行っている
が、修正出来ていない箇所も多い。

　保健システムをより使用しやす
くなるよう改善していく。

　令和3年度より、学校保健システムが本稼働している。要望のあった改善点の修正を迅速に行い、運用方法
の変更について学校に丁寧に説明していく必要がある。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、物件費として、検診用消耗品費188千円、各種検診委託費25,592千円がかかっている。また、
補助費等として、委員報償費が1,790千円がかかっている。

130特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 31,319 ▲ 31,189
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 31,319 31,189 ▲ 130 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 31,319
0 0

▲ 31,189 130
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 564 600 36 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 31,319 ▲ 31,189
0 0

130

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 1,745 1,790 45 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 25,734 25,780 46 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 3,276 3,019 ▲ 257

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

委託費 各種検診費 25,509 委託費 各種検診費 25,592 委託費 各種検診費 27,251
需用費 消耗品費 489需用費 消耗品費 225 需用費 消耗品費 188

報償費 委員報償費 1,745 報償費 委員報償費 1,790 報償費 委員報償費 1,928
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

129 125こども園児数(5/1) 162 161 163 166 150
幼稚園児数(5/1) 539 485 451 389 360

3,373 3,419 3,403
304 255

中学校生徒数(5/1) 3,300 3,215 3,186 3,234

5年度
小学校児童数(5/1) 8,686 8,900 8,886 9,006 9,036 9,107 9,172

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

29,991 29,648
決算額（5年度は見込み） 24,045 24,070 25,167 26,486 27,479 27,570 29,648
予算額 25,371 26,040 27,204 28,378 29,568

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　教育活動における負傷に伴う医療費の保護者負担を軽減するものであり
継続する必要がある。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

合計事故件数（小・中・幼・こ） 549 371 407 442

事故件数（中学校） 152 127 139 139

事故件数（小学校） 383 231 258 291

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

経過

○平成8年度より救急車を要請する程の怪我ではないが、歩行困難な場合に対応するため、緊急移送費
  （使用料及び賃借料）を開始。
○平成17年度より災害共済給付掛金及び死亡・障害見舞金を改定。
 ・掛金の改定･･･上記のとおり
 ・死亡･障害見舞金の改定･･･死亡見舞金2,500万円⇒2,800万円
　　　　　　　　　　　　　障害見舞金１級3,370万円⇒3,770万円(最高) 14級73万円⇒82万円(最低)
○令和元年度より災害共済給付掛金及び死亡・障害見舞金を改定
 ・掛金の改定･･･上記のとおり
 ・死亡･障害見舞金の改定･･･希望見舞金2,800万円⇒3,000万円
　　　　　　　　　　　　　障害見舞金１級3,770万円⇒4,000万円(最高) 14級82万円⇒88万円(最低)

必要性

　学校の管理下における児童生徒等の災害について共済給付を行うことにより、学校教育の円滑な運営を
図るため必要である。

実施
方法

2一部委託

【災害共済給付金】保護者・学校（災害報告書等、申請書類を提出）→区を経由→センター（審査・給付
決定）→区を経由→学校へ給付金振替→保護者へ保険金を給付

目的

　学校安全の普及充実を図るとともに、学校の管理下における児童・生徒・園児の負傷、疾病及び死亡に
対して必要な給付を行い、学校教育の円滑な運営に資することを目的とする。

対象者
等

区立小中学校に在学している児童生徒、幼稚園及びこども園に在園している園児

内容

○災害共済給付金 　学校管理下における児童・生徒・園児の怪我等に伴い、学校を経由して保護者に
    　　　　　　 　対して支給
   ・医療費　　　  センターからの給付額は健康保険の医療費の範囲を基準に医療費総額の10分の4
                   ただし、医療費総額が500点（5,000円）以上のもの
   ・障害見舞金　  障害の程度に応じて88万円～4,000万円
   ・死亡見舞金　 　3,000万円（通学途中及び突然死の場合は半額）
　 ・掛金単価　　 　平成16年度まで　一般 875円／人　準要保護 665円／人　要保護 65円／人
     　   　   　 　平成17年度から　一般 945円／人　準要保護 715円／人　要保護 55円／人
　　　　　　　　　　令和元年度から　一般 935円／人　準要保護 705円／人　要保護 45円／人
○緊急移送費  　　学校管理下における児童・生徒・園児の負傷、疾病のうち救急車を利用する程では
　　　　　　　　　ないが、緊急かつ安静に医療機関に移送する場合、その移送にかかる実費を支給

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 04 児童生徒の健康づくりと体力向上

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

独立行政法人　日本スポーツ振興センター法
（平成１４年法律第１６２号）終期設定 年度

開始年度 昭和 61 1986 年度 根拠
法令等

学校健康会費
事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-03-01 学校健康会費
01-03-01 学校健康会費
01-06-01

事務事業名 学校健康会費
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 小林、平塚 内線 33,373,338

事務事業コード 13-03-33 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成21年 決特　「制度の周知徹底を」

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　引き続き、学校や保護者に制度の
周知を行い、申請漏れの無いように
する。

　学校から保護者への周知により、
適切な申請につなげることが出来
た。

　小学1年生に対して、制度のチ
ラシを配布し、在校生について
は、引き続き、周知を行い、申請
漏れの無いようにする。

　請求漏れが無いよう、学校及び保護者に対して制度のお知らせや給付に係る必要書類等について、定期的に
周知するようにしている。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、補助費等として、災害共済掛金11,721千円がかかっている。
21特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 13,603 ▲ 13,582

0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0
行政費用合計(b) 13,603 13,582 ▲ 21 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 13,603

0 0
▲ 13,582 21

その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 282 300 18 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 13,603 ▲ 13,582
0 0

21

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 11,640 11,721 81 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 43 51 8 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 1,638 1,510 ▲ 128

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

負担金補助等 災害共済給付金掛け金 11,900負担金補助等 災害共済給付金掛け金 11,640 負担金補助等 災害共済給付金掛け金 11,721

使用料等 緊急移送費 43 使用料等 緊急移送費 51 使用料等 緊急移送費 182
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

29 42緊急移送費件数（小･中･幼･こ） 53 80 67 32 27
給付金額（小･中･幼･こ）単位：千円 7,037 8,180 6,711 7,588 4,670

679 790 718
8,326 6,323

給付件数（小･中･幼･こ） 1,279 1,111 842 836

5年度
災害状況（小･中･幼･こ） 569 557 426 450 371 408 416

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

12,088 12,082
決算額（5年度は見込み） 11,387 11,436 11,416 11,527 11,683 11,772 12,082
予算額 11,543 11,724 11,723 11,839 11,998

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ● 計画 ○ 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

推進 推進

　水泳を中心とした心身の鍛錬や海での自然体験は学校では体験できない
ものであり、優先度は高いため、推進する。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

参加児童数／対象児童数児童参加率(％) 0 0 88.3 100

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

100

経過

昭和43年　下田市から旧柿崎小学校の施設を買い取り「下田臨海学園」を開設。当時は中学校のみ利用
昭和48年　小中学校合同利用開始
昭和63年　施設を改築
平成10年　利用対象を小学校のみに変更
平成20年　管理業務及び遊泳監視業務の一部を委託化
平成25年　屋内給排水工事を実施
平成26年　屋外給排水工事を実施
平成27年　トイレ・浴室その外改修工事を実施
平成28年　増設園舎を開設
令和元年　増設園舎のリース終了（令和元年7月より区の所有になる。）
令和2～3年　 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

必要性

　夏季休業中の実施であるため児童は任意参加だが、例年9割近くが参加。児童参加率は高く、各学校の取
組みも積極的であり、事業の必要性は高い。

実施
方法

2一部委託

夏期学園開設期間中は学務課職員が交代で常駐。遊泳監視、看護師、給食賄、管理業務は委託。

目的

　区立小学校の児童が、日頃学校で経験することのできない自然豊かな海辺で規則正しく生活しながら、
伊豆地方の地形、産業、海辺の動植物等の観察及び学習並びに水泳を中心とした心身の鍛練を行うことに
より、体力向上を図るとともに、豊かな情操を養うことを目的とする。

対象者
等

区立小学校4年生
（平成28年度から全校実施。平成28・29年度は希望制で6年生も実施）

内容

○学校の夏季休業中、2泊3日で下田臨海学園に宿泊し、外浦海岸海水浴場で水泳を行うほか、海辺での自
然観察、磯遊び、レクリエーション等を行う。
○平成28年度以降は、小学校4年生で下田臨海学園を実施し、清里高原学園は休止。また、平成28・29年度
に限り小学校4年生の実施後、小学校6年生の希望者を対象に下田臨海学園を実施した。
○臨海学園の開設期間は、7月21日～8月8日頃までである。
○学校が滞在している間の基準日課（2泊3日）
　1日目　午前：電車及びバスにて移動　　　　　午後：昼食、午睡、遊泳、入浴、夕食、自由時間
　2日目　午前：朝礼、朝食、自由時間、遊泳　　午後：昼食、午睡、遊泳、入浴、夕食、自由時間
　3日目　午前：朝礼、朝食、自由時間、各校による活動時間　　午後：昼食、電車及びバスにて移動
○児童1人あたりの標準負担額（区負担額を除く）
　約5,500円（交通費約3,500円、賄費2,000円）

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 03 体験学習等の推進

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

荒川区立夏期学園条例
終期設定 年度
開始年度 昭和 43 1968 年度 根拠

法令等

運営費
事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-01-01 管理費
01-01-02 給食賄
01-01-03

事務事業名 下田臨海学園
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 村田 内線 3342

事務事業コード 13-03-34 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 14 8 不明 0

小学校の夏期施設未実施8区の内訳
　墨田、大田、中野、杉並、足立、目黒、板橋、練馬

　施設の利用について、新しい生活
様式を取り入れた形で運営できるよ
う、学校や関係業者等とのより一層
の連携を図る。

　学校、関係事業者等と連携し3年ぶ
りに実施することが出来た。新しい
生活様式での新たな課題も見つかっ
た。

　安全で安心な下田臨海学園を行
うため、施設管理業者や学校とよ
り一層連携を図る。

　老朽化した設備の修繕・更新とし
て、受変電設備の改修を行う。

　受変電設備の改修を行った。 　大規模な改修について計画的に
対応するとともに、小規模な修繕
については学園利用に支障が出な
いよう迅速に対応する。

・「荒川区公共建築物中長期改修実施計画」に基づき、改修工事等を行っているが、今後も計画的に対応が必
要となるとともに、学園利用に支障が出ないよう不具合の出る機器等については、迅速な修繕が必要である。
・引き続き施設管理業者、学校との連携が求められる。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、物件費が増え、補助費等が減っている。これは、3年度は臨海学園を実施せず代替行事へ補助
金を交付したが、4年度は臨海学園を実施したためである。また行政収入においては、3年度は実施していない
ため、賄収入等がなかった。

▲ 15,197特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 58,807 ▲ 74,004
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 58,804 76,465 17,661 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 58,807
▲ 4 ▲ 1

▲ 74,004 ▲ 15,197
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) ▲ 3

賞与・退職給与引当金繰入額 493 525 32 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 58,804 ▲ 74,000
2,465 2,465

▲ 15,196

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 23,187 23,178 ▲ 9 その他 0 2,465

0 0
2,465

補助費等 6,014 4,222 ▲ 1,792 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 1,605 3,615 2,010 都支出金 0
物件費 24,638 42,283 17,645 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 2,867 2,642 ▲ 225

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

備品購入費 備品 45 負担金補助 参加児童交通費補助等 4,222

負担金補助 参加児童交通費補助等 4,877負担金補助 参加児童交通費補助等 6,015 備品購入費 備品 1,100
使用料等 寝具賃貸料、食堂空調機器賃貸料 3,378 工事請負費 受変電設備改修 2,505 使用料等 寝具賃貸料、食堂空調機器賃貸料 5,520

委託料 給食業務、設備保守業務 31,072委託料 給食業務、設備保守業務 17,835 委託料・使用料 給食業務、設備保守業務、寝具等賃貸料 32,023
役務費 清掃手数料、電話料等 735 役務費 清掃手数料、電話料等 777 役務費 清掃手数料、電話料等 1,000

需用費 光熱水費、消耗品費、修繕費等 13,010需用費 光熱水費、消耗品費、修繕費等 5,189 需用費 光熱水費、消耗品費、修繕費等 8,357
旅費 事務従事、児童引率等 822 旅費 事務従事、児童引率等 2,897 旅費 事務従事、児童引率等 3,326

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

0 1,237 1,560参加児童数 1481 1,503 1,411 0

5年度
参加学校数 24 24 24 0 0 24 24

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

61,711 58,805
決算額（5年度は見込み） 92,423 91,628 58,450 33,320 34,019 51,881 58,805
予算額 107,411 99,309 64,998 72,271 55,548

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ● 会計年度任用職員 ）

①

②

③

推進 推進

　幼児教育の重要性の観点からも、本事業の必要性は高い。令和元年度か
ら日暮里幼稚園で預かり教育をモデル実施している。また「区立幼稚園の
方向性について」に基づき事業を推進する。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

在籍園児数／定員数×100入園率（％） 46 43 36 35 70

歳出決算額／全園児数
園児1人当たりコスト
（単位：千円）

75 94 123 276

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

経過

・昭和24年、幼稚園需要の増大に対応し、幼児教育の先駆的役割を果たしてきた私立幼稚園を補完す
　る形で2園を開設し、以来、区内各地に10園を設置。その後、園児数の減少を受け、適正な規模と
　配置の確保を目指し、平成11年度末で2園を廃止し現在に至る。
・平成10年から3歳児保育試行。平成20年から全8園で3歳児保育開始。
・園児の募集は、私立幼稚園募集の後の日程で例年11月初旬に行う。
・幼児教育補助員は、13年度までは、心身障がい児保育介助員として実施。
・平成27年度から子ども・子育て支援新制度が施行され、それまで一律に定められていた保育料を、
　世帯の住民税額による応能負担とする見直しを行った。
・令和元年4月から預かり教育をモデル実施（日暮里幼稚園）。同年10月から幼児教育無償化開始。
・令和4年度「区立幼稚園の方向性について」を公表。
・令和5年度「区立幼稚園の方向性について」に基づき、給食を早期実施。

必要性

　区立幼稚園への入所希望は減少傾向にあるが、保育所へ入所できなかった場合や障がい児の受入れ需要
も見込まれるため、必要性は高い。

実施
方法

1直営

　各園では、教員のほか、事務補助の会計年度任用職員を１名繁忙期のみ雇用（指導室雇用）。また、幼
児教育補助員を対象園児の状況に応じて配置（教育センター雇用）。

目的

　区立幼稚園の適正かつ円滑な管理運営を行うとともに、幼児教育の充実を図る。

対象者
等

　区内の満3歳から学齢前までの幼児

内容

区立幼稚園（8園）について
　・幼稚園施設の維持管理（光熱水費等の支払、管理用の消耗品購入費・物品修繕費・備品購入費の令達
等）
　・幼児教育の充実（教材教具用の消耗品購入費・物品修繕費・備品購入費、縁覚学習用バス借上費の令
達等）
　・幼稚園事務及び入園募集（入退園管理、保育料徴収・管理、新年度入園募集、抽選の実施、心身障が
い児等入園審査会の実施）
　・幼児教育補助員及び事務補助職員の配置及び賃金の支払等

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 07 小中学校・幼稚園の運営

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

学校教育法、荒川区立幼稚園条例、幼稚園教育
要領終期設定 年度

開始年度 昭和 24 1949 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-04-01 幼稚園管理費
01-05-01 教材教具

事務事業名 幼稚園管理運営費
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 今村・田中 内線 3332・3331

事務事業コード 13-03-35 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

令和元年6月文教・子育て　「預かり教育の現状の説明について」
令和元年度　定例会・9月会議　「荒川区立幼稚園条例の一部を改正する条例について」
令和2年9月文教・子育て　「学級編制基準について」
令和4年8月文教・子育て　「区立幼稚園の方向性について（最終案）」
令和4年9月文教・子育て、定例会9月会議　　区立幼稚園の存続等に関する陳情が趣旨採択

他
区
の
実

施
状
況

実施 9 13 不明 0

3歳児保育は9区（千代田、中央、港、新宿、文京、台東、目黒、中野、杉並）で実施。心身障がい害児受入れ
は21区で実施。

　区立幼稚園の今後の方向性につい
て、方針を策定し、具現化に向けた
取り組みを進める。

パブリックコメントの実施のほか、
保護者や町会等への丁寧な説明に努
めながら、方向性を取りまとめた。

荒川区立幼稚園の方向性で示した
方針に基づいて運営を行ってい
く。

　預かり事業における区独自の補助
制度の周知を引き続き行う。

　預かり事業における区独自の補助
制度の周知を行い、利用して頂い
た。

　預かり事業における区独自の補
助制度の周知を引き続き行う。

　預かり教育実施に関する運用改善
を適宜行う。

　区立幼稚園の入園申込みに必要な
勤務証明書の様式を変更し、企業等
事業者側の負担軽減を図った。

　預かり教育実施に関する運用改
善を適宜行う。

・幼稚園保育料滞納分の徴収。
・社会構造の変化に伴い、幼稚園需要から保育園需要へのシフトが顕在化している。
・幼児教育・保育の無償化に伴い、私立幼稚園に対する保護者の経済的負担の優位性が大幅に減少した。
・預かり教育のモデル実施に伴う運用の課題について随時改善を行っていく必要がある。
・「区立幼稚園の方向性について」に基づき、再配置や充実策を実施する必要がある。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、物件費が多くなっている。主な内訳としては、光熱水費・一般需用費16,232千円、郵便切手購
入費等2,422千円、システム保守委託・バス借上費等8,275千円がかかっている。

▲ 3,896特別収支差額(f)-(g)=(h) ▲ 23 0 23 当期収支差額(e)+(h) ▲ 37,154 ▲ 41,050
0 0特別費用(g) 23 0 ▲ 23 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 39,137 44,573 5,436 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 37,131
0 0

▲ 41,050 ▲ 3,919
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 781 1,215 434 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 37,131 ▲ 41,050
3,523 1,517

▲ 3,919

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 2,006
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

623 92
0

補助費等 39 107 68 使用料及び手数料 531
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

694 ▲ 5
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 699
物件費 26,375 29,163 2,788 国庫支出金 776 2,206

0 0
1,430

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 11,942 14,088 2,146

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

備品購入費 管理・教材用備品 2,569 備品購入費 管理・教材用備品 1,840 備品購入費 管理・教材用備品 3,860

委託料・使用料 就園管理システム保守委託等、バス借上げ、コピー機リース 9,300委託料・使用料 就園管理システム保守委託等、バス借上げ、コピー機リース 4,815 委託料・使用料 就園管理システム保守委託等、バス借上げ、コピー機リース 8,275
役務費 電話料、郵便料、手数料等 2,418 役務費 電話料、郵便料、手数料等 2,422 役務費 電話料、郵便料、手数料等 2,608

需用費 光熱水費、一般需用費、賄費 45,660需用費 光熱水費、一般需用費 16,502 需用費 光熱水費、一般需用費 16,232
旅費 預かり非常勤・預かり事務補助 71 旅費 預かり非常勤・預かり事務補助 271 旅費 預かり非常勤・預かり事務補助 273

職員手当等 期末手当 1,144職員手当等 期末手当 825 職員手当等 期末手当 1,013

報酬・共済費 預かり非常勤・預かり事務補助 6,767 報酬・共済費 預かり非常勤・預かり事務補助 7,350 報酬・共済費 預かり非常勤・預かり事務補助 7,428
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

360 304 283園児数実績(5/1) 539 485 451 389

5年度
募集定員 870 900 835 835 835 835 695

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

42,108 70,477
決算額（5年度は見込み） 95,651 107,965 93,537 29,175 34,006 37,325 70,477
予算額 105,105 135,119 122,454 42,303 40,882

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ● ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ● 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　当該地域における、幼稚園需要及び保育園需要に適切に対応する必要が
ある。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

在籍園児数／定員数×100入園率（％） 73 66 57 55 100

歳出決算額／全園児数
園児一人当たりコスト
（単位：千円）

609 677 830 956

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

経過

平成18年9月頃から幼保一元化施設の可能性について検討を開始
同年10月、法律施行（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律）
平成20年 4月　第三中学校敷地（暫定園舎）開設
平成22年 4月　汐入東小学校１階に本設園　開設
平成27年 4月　子ども・子育て支援新制度施行
　　　　　　　保育料を世帯の住民税額による応能負担とする見直しを行った。
令和元年10月　幼児教育無償化開始
令和 4年度「区立幼稚園の方向性について」を公表。

必要性

　ファミリー層が多く居住する当該地域において、幼稚園需要及び保育園需要に対応するために必要性は
高い。

実施
方法

1直営

　幼稚園教諭及び保育士のほか、会計年度任用職員を採用。

目的

　汐入地区における急激な人口増に伴う幼稚園需要及び保育園需要に対応するため、新たに設置する小学
校の1階部分を活用し、幼稚園と保育園を一元的に整備する。

対象者
等

区内に在住する3～5歳児及び保育を必要とする0～5歳児
　※子育て交流サロンは未就園の親子が対象
　※一時保育は区内在住で生後6ヶ月以上の集団生活が可能な子どもが対象

内容

汐入こども園について
　・幼保園施設の維持管理（光熱水費等の支払、管理用の消耗品購入費・物品修繕費・備品購入費の令
　　達）
　・教育及び保育の充実（教材教具用の消耗品購入費・物品修繕費・備品購入費の令達）
　・給食の実施（短・中時間保育利用者は、弁当との選択。）
　・幼保園事務及び入園募集（短・中時間利用者の入退園管理、保育料・給食費の徴収・管理、新年度
　　入園募集、抽選の実施、心身障害児等入園審査会の実施）
　・会計年度任用職員の報酬の支払等
　・在宅育児支援（子育て交流サロン/一時保育等を実施）

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 07 小中学校・幼稚園の運営

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

荒川区立こども園条例
荒川区立こども園条例施行規則終期設定 年度

開始年度 平成 19 2007 年度 根拠
法令等

給食運営費
事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-01-01 こども園管理費
01-02-01 教材教具
01-07-01

事務事業名 こども園管理運営費
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 今村・田中 内線 3332・3331

事務事業コード 13-03-36 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成23年 二定　「こども園運営について」
令和元年度定例会・9月会議　「荒川区立こども園条例の一部を改正する条例について」
令和2年予算に関する特別委員会　「区立こども園の休園対応について」
令和4年8月文教・子育て　「区立幼稚園の方向性について（最終案）」
令和4年9月文教・子育て、定例会・9月会議　区立幼稚園の存続等に関する陳情が趣旨採択

他
区
の
実

施
状
況

実施 17 5 不明 0

認定こども園として１７区で設置されている。

　区立幼稚園の今後の方向性の検討
と併せて、こども園についても方針
を策定し、具現化に向けた取り組み
を進める。

パブリックコメントの実施のほか、
保護者や町会等への丁寧な説明に努
めながら、方向性を取りまとめた。

荒川区立幼稚園の方向性で示した
方針に基づいて運営を行ってい
く。

　預かり事業における区独自の補助
制度の周知を引き続き行っていく。

　預かり事業における区独自の補助
制度の周知を行い、利用して頂い
た。

　預かり事業における区独自の補
助制度の周知を引き続き行う。

・社会構造の変化に伴い、幼稚園需要から保育園需要へのシフトが顕在化している。
・幼児教育・保育の無償化に伴い、私立幼稚園に対する保護者の経済的負担の優位性が大幅に減少した。
・汐入地区の幼児人口の変化に適切に対応していく必要がある。
・「区立幼稚園の方向性について」に基づき、再配置を実施する必要がある。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、物件費が多くなっている。主な内訳としては、光熱水費・一般需用費22,711千円、給食調理業
務委託等33,563千円がかかっている。

▲ 3,089特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 101,994 ▲ 105,083

0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0
行政費用合計(b) 106,267 107,990 1,723 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 101,994

0 0
▲ 105,083 ▲ 3,089

その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 805 1,204 399 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 101,994 ▲ 105,083

2,907 ▲ 1,366
▲ 3,089

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 4,273
減価償却費 267 267 0 その他 0 0

7 ▲ 15
0

補助費等 252 56 ▲ 196 使用料及び手数料 22
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

2,108 21
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 2,087
物件費 58,619 59,664 1,045 国庫支出金 2,164 792

0 0
▲ 1,372

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 46,324 46,799 475

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

備品購入費 管理・教材用備品等 756 備品購入費 管理・教材用備品等 349 備品購入費 管理・教材用備品等 448

使用料・扶助費等 バス借上、コピー機リース等 1,439使用料・扶助費等 バス借上、コピー機リース等 731 使用料・扶助費等 バス借上、コピー機リース等 1,277
委託料 給食調理委託等 33,432 委託料 給食調理委託等 33,563 委託料 給食調理委託等 33,723

役務費 電話料、郵便料、手数料等 1,429役務費 電話料、郵便料、手数料等 991 役務費 電話料、郵便料、手数料等 1,073
需用費 光熱水費、消耗品等 22,072 需用費 光熱水費、消耗品等 22,711 需用費 光熱水費、消耗品等 29,981

職員手当等・報償費等 期末手当、講師謝礼、旅費 8,156職員手当等・報償費等 期末手当、講師謝礼、旅費 6,947 職員手当等・報償費等 期末手当、講師謝礼、旅費 6,669

報酬・共済費 保育士等報酬、共済費 36,507 報酬・共済費 保育士等報酬、共済費 35,191 報酬・共済費 保育士等報酬、共済費 44,278
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

150 129 125園児数実績（短・中・長） 162 161 163 166

5年度
募集定員（短・中・長） 226 226 226 226 226 226 226

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

116,044 119,548
決算額（5年度は見込み） 91,803 94,513 105,276 101,125 101,661 100,888 119,548
予算額 101,938 108,702 130,928 116,614 116,765

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ○ ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

推進 推進

　各校で伝統文化教育を継続できるよう、引き続き事業を推進していく。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

申請のあった学校数伝統文化教育申請校数 11 16 20 24

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

24

経過

平成28年度　　荒川区芸術文化振興基金の創設
平成29年度～　伝統文化教育を実施する学校へ予算を配当

必要性

　学校における伝統文化教育が確実かつ適切に実施されるために必要な事業である。

実施
方法

1直営

学校が計画した伝統文化教育の内容を精査し、予算配当する。

目的

　学校における伝統文化教育をさらに活性化するため、その環境整備に係る経費について、必要と認める
予算を配当し、教育的効果を上げる。

対象者
等

　区立小中学校

内容

　伝統文化教育の環境整備に係る経費（備品・消耗品購入費）について、各学校から提出された企画提案
書に基づき、地域文化スポーツ部文化交流推進課において査定し、教育委員会事務局学務課を通して各学
校に予算を配当し、執行するものとする。なお、経費については芸術文化振興基金を充当する。
[購入物品例]
けん玉、めんこ、和太鼓、和太鼓バチ、将棋セット、短冊掛け、茶道用具　など

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 07 小中学校・幼稚園の運営

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

終期設定 年度
開始年度 平成 29 2017 年度 根拠

法令等

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-12-01 伝統文化教育の環境整備

事務事業名 伝統文化教育の環境整備
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 鈴木 内線 3343

事務事業コード 13-03-37 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 0 0 不明 22

　引き続き関係各課と連携しなが
ら、適切な予算配当を行っていく。

　関係各課と連携し、学校からの申
請を精査した上で、各校への適切な
予算配当を行った。

　引き続き関係各課と連携しなが
ら、適切な予算配当を行ってい
く。

芸術文化振興基金を活用した事業のため、学校からの申請に対し伝統文化教育の範囲を明確化し、伝統文化教
育環境の充実を図る必要がある。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、物件費が多くなっている。主な内訳としては、消耗品購入費等1,431千円、備品購入費1,203千
円がかかっている。

838特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 3,562 ▲ 2,724
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 3,562 2,724 ▲ 838 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 3,562
0 0

▲ 2,724 838
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 14 15 1 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 3,562 ▲ 2,724
0 0

838

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 3,466 2,634 ▲ 832 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 82 75 ▲ 7

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

備品購入 備品購入費 1,800備品購入 備品購入費 1,983 備品購入 備品購入費 1,203
需用費 消耗品購入費等 1,483 需用費 消耗品購入費等 1,431 需用費 消耗品購入費等 1,270

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

5年度
伝統文化教育実施校数 17 21 18 11 16 20 24

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

2,828 3,070
決算額（5年度は見込み） 3,278 3,193 2,955 2,084 3,466 2,634 3,070
予算額 3,400 3,400 3,400 3,400 3,642

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ○ ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ○ それ以外の継続事業
（ ）

● 有 ○ 無 7 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ● 計画 ○ 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　学校教育を補完・充実する事業として引き続き実施する必要がある。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

食育推進に関する取組（校） 34 34 34 34 34

ようこそ青年海外協力隊　実施率
（％）

94.1 85.2 97.1 100

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

100

経過

・地域社会体験教室　　　    平成 7年・・・地域とのふれあい教育活動開始、その後順次実施

・ようこそ青年海外協力隊　　平成18年・・・ようこそ青年海外協力隊の講演会全校実施
・食育推進事業　　　　　　　平成20年・・・お弁当レシピコンテスト開始
　　　　　　　　　　　　　　平成30年・・・家庭料理技能検定本格実施
・防災部　　　　　　　　　　平成27年・・・全中学校に防災部創設
※令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大のため、防災部における被災地訪問については中止、地域
社会体験教室と食育推進事業については内容を縮小して実施した。
※令和3年度についても、新型コロナウイルス感染症拡大のため、防災部における被災地訪問はオンライン
にて実施、地域社会体験教室と食育推進事業については内容を縮小して実施した。

必要性

将来に向けて夢や希望を持つこと、自然の生き物や地域の人と触れ合うこと、自らの食生活を考え、食に
関する知識や判断力を養うこと、防災意識を培い地域貢献することは、これからの子どもたちに必要な取
組である。

実施
方法

2一部委託

ＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構）東京国際センターとの間で覚書を締結し、青年海外協力隊経験者
等を学校へ派遣している。女子栄養大学の岩間名誉教授に監修・審査をお願いしている。

目的

多くの人々とふれあう豊かな体験活動をしたり、諸外国において活躍された方々の話を聞いたり、健やか
に生きるための基礎を培う食育事業を実施すること、また全中学校に防災部を設置し活動することで、21
世紀を心豊かにたくましく生きる子どもたちを育成する。

対象者
等

地域社会体験教室・・・小学校
ようこそ青年海外協力隊・・・小学校5～6年生及び中学校全学年の内、任意の学年（学級単位）
食育推進事業・・・小学校、中学校　　　　　防災部・・・中学校

内容

・地域社会体験教室・・・・・・地域における福祉施設・異校種等での奉仕活動・高齢者、障がい
　　　　　　　　　　　　　　　者、特別支援学級、幼児、外国人、地域の方々と交流を行う。
・ようこそ青年海外協力隊・・・国際理解教育等の推進に向けて、ＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機
　　　　　　　　　　　　　　　構）東京国際センターと連携・協力を図りながら、青年海外協力隊と
　　　　　　　　　　　　　　　して海外で活動した経験を持つ方や、ＪＩＣＡ職員等を講師に招き、
　　　　　　　　　　　　　　　様々な分野から、体験談を通して子どもたちの夢や希望を育む。
・食育推進事業・・・・・・・・各小・中学校の食育リーダーの育成及び食育推進チームの活性化を図
　　　　　　　　　　　　　　　る。お弁当レシピコンテストの開催や家庭料理技能検定補助の実施。
・防災部・・・・・・・・・・・地域防災訓練参加、岩手県釜石市への被災地訪問、ジュニア防災検定
　　　　　　　　　　　　　　　・防災検定受検等の活動から、地域貢献できる人材の育成を図る。

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 07 小中学校・幼稚園の運営

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

学習指導要領、学校教育ビジョン、ようこそ青
年海外協力隊事業運営要綱終期設定 令和 2025 年度

開始年度 平成 7 1995 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-11-01 教育事業費（学務課）
01-11-03 防災部

事務事業名 教育事業費
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 高橋、鈴木 内線 3343

事務事業コード 13-03-38 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

H28　一定　「防災部員の卒業後への対応」
R4　11月会議　「防災の活動に携わる子どもたちのけが防止対策強化」
R4　10月決特　「防災部の現在の活動状況」
　　　　　　　「防災部のヘルメット」
R5　2月予特　「今後の防災部活動の充実」

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

地域社会体験教室（実施：22区　未実施：0区）
ようこそ青年海外協力隊（実施：22区　未実施：0区）
食育推進事業（実施：22区　未実施：0区）

　関心・意欲を継続させるため、タ
ブレット端末での受験方法の周知を
徹底し、検定の受験を推進する。

　タブレット端末での受験を推進
し、実施した。

　多くの児童生徒に検定を受けて
もらえるよう周知を徹底するとと
もに、検定料補助を継続し、受験
を推進する。

　異なる世代や文化的背景の方々と
の交流活動等を通じ、継続的に、多
様性について学べる環境づくりに取
り組む。

事前・事後学習を行い、継続的な学
びに取り組んだ。

引き続き異なる世代や文化的背景
の方々との交流活動等を通じ、多
様性について学べる環境づくりに
取り組む。

・様々な地域や文化的背景を持つ方々との交流をとおして、多様性を学び、受容できるような環境づくりを積
極的に行う必要がある。
・継続的な食育教育を通じて、食に対する知識を深めるとともに、興味・関心が持続するような取り組みが必
要である。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、物件費が多くなっている。主な内訳としては、事業用消耗品3,444千円、被災地訪問業務委託
等1,260千円、運搬費等491千円がかかっている。

92特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 12,660 ▲ 12,568
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 13,058 12,998 ▲ 60 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 12,660
0 0

▲ 12,568 92
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 846 900 54 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 12,660 ▲ 12,568
430 32

92

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 398
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 2,285 2,208 ▲ 77 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 5,012 5,361 349 国庫支出金 398 430

0 0
32

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 4,915 4,529 ▲ 386

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

負担金補助 体験学習、検定費用補助等 228 負担金補助 体験学習、検定費用補助等 149 負担金補助 体験学習、検定費用補助等 267
使用料等 バス賃借料 530使用料等 バス賃借料 210 使用料等 バス賃借料 91

委託費 業務委託 131 委託費 業務委託 1,260 委託費 業務委託 1,364
役務費 旅行保険料、和楽器運搬等 628役務費 旅行保険料、和楽器運搬等 506 役務費 旅行保険料、和楽器運搬等 491

需用費 事業用消耗品 4,065 需用費 事業用消耗品 3,444 需用費 事業用消耗品 4,722
旅費 体験学習、防災部旅費等 98旅費 体験学習、防災部旅費等 100 旅費 体験学習、防災部旅費等 85

報償費 講師謝礼 2,057 報償費 講師謝礼 2,049 報償費 講師謝礼 2,480
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

10 10防災部 10 10 10 10 10
お弁当レシピコンテスト応募数 240 299 284 0 0

29 33 34
209 417

ようこそ青年海外協力隊（実施校数） 34 34 34 32

5年度
地域社会体験教室 24 24 24 5 5 24 24

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

9,617 10,089
決算額（5年度は見込み） － 32,482 4,975 7,297 7,569 10,089
予算額 － 37,348 17,151 20,567

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



No1
○ ○ ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ● 計画 ○ 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　ＮＰＯ法人（多文化共生センター）との連携による日本語指導及び学習
指導の充実の方向性を探る。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

5年度 6年度

児童・生徒数（※本年度実績を翌年
度の目標とする。）

実績（初期指導及び補充学習指導
延べ人数）

80 81 94 100

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
2年度 3年度 4年度

5年度
見込み

目標値
(8年度)

100

経過

平成19年度…学校教育ビジョン重点事業へ移行し、ハートフル日本語適応指導事業（学校への指導員の派
遣及びＮＰＯと連携した補充学習指導開始）として実施（初期日本語指導56人、補充学習指導9人）
平成20年度…事業として開始。
平成22年度…多文化共生センターで「通室による初期指導（中学生）」を開始。原則、週4日で2カ月。
平成23年度…小学校5・6年児童対象に、補充学習指導（通級）を開始。
平成24年度…区立幼稚園児を対象に、初期日本語指導(派遣）を開始。
平成25年度…補充学習指導（通室）と通室による初期指導の指導場所を区立教育センター内に変更。
平成29年度…初期日本語指導（派遣）の指導時間を48時間から原則、園児20時間、児童48時間とする。
平成31年度…園児の指導時間を20時間から24時間とする。
令和2年度…園児の指導時間を24時間から33時間とする。通室による初期指導を3か月以内とする。
令和3年度…補充学習指導（通級）の指導期間を2か月延長可能とする。

必要性

　外国人園児・児童・生徒の編入増加に直面する現場支援・学校適応支援をするために必要である。

実施
方法

2一部委託

内容欄②・③についてはＮＰＯ法人多文化共生センター東京で実施。
④については日中友好協会で実施。

目的

　区立小学校・中学校・幼稚園・こども園に在籍する日本語指導が必要な児童・生徒・園児に対して、日
本語初期指導を行い、学校生活や社会生活にスムーズに適応できるよう支援する。また、特に継続指導が
必要な小学校５・６年児童及び中学校生徒を対象に、補充学習教室を実施する。

対象者
等

　日本語による会話が困難な外国人園児・児童・生徒（概ね編入後3カ月以内）

内容

①初期日本語指導(派遣）…外国人児童の在籍する幼稚園、小学校に該当児童の母語が話せる日本語指導員
を派遣し、日本の習慣や学校生活でのきまりや日本語の基礎的な理解を支援する。
②補充学習指導（通級）…初期日本語指導が終了した小学校高学年の児童から中学校の生徒に対し、日本
語が分からないために理解できない学習内容を理解するための補充学習指導を実施する。（※原則3カ月
間、2カ月間の延長可能）
③通室による初期指導（通室）･･･中学生の初期指導を系統立てて同じレベルの仲間と共に学習できるよ
う、実施する。（3カ月以内）
④補充学習指導（派遣）…初期日本語指導が終了した中国語を母語とする児童・生徒に対し、中国人留学
生を派遣し日本語が分からないために理解できない学習内容を理解するための補充学習指導を実施する。

政策 04 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成
施策 01 確かな学力の定着・向上

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅱ 子育て教育都市

ハートフル日本語適応指導事業実施要綱
終期設定 年度
開始年度 平成 20 2008 年度 根拠

法令等

事務事業の種類 新規事業 5年度 4年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（5年度）

01-11-02 ハートフル・日本語適応指導事業

事務事業名 ハートフル日本語適応指導事業
部課名 教育委員会事務局学務課 課長名 佐藤

担当者名 村田 内線 3342

事務事業コード 13-03-40 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和5年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

令和2　2月会議「外国籍の児童への学習支援について」

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

他区市においては、通級指導学級を設けている場合がある。本区においては、より手厚い支援とするため、指
導者の派遣を実施している。

幼児・児童生徒が学校（園）生活に
速やかに順応できるよう、引き続き
指導内容の充実を図っていく。

幼児・児童生徒が学校（園）生活に
速やかに順応できるよう、早期に対
応を行った。

幼児・児童生徒が学校（園）生活
に速やかに順応できるよう、指導
内容をより充実させる対応を引き
続き行っていく。

多様な言語の指導員を確保するた
め、言語によっては委託での対応を
継続する。

言語により委託での指導を継続する
ことで、多様な言語の指導員を確保
できるよう努めた。

今後も多様な言語に対応するた
め、言語によっては委託による指
導で対応することを継続する。

・多様な児童生徒への指導に対し、指導員・指導場所の確保や指導内容の充実が重要な課題である。
・日本語適応指導について、希望する幼児・児童生徒数のさらなる増加が見込まれるため、それに応じた対応
と事業の継続が必要である。

問題点・課題の改善策

令和4年度に取り組む
具体的な改善内容

令和4年度に実施した
改善内容および評価

令和5年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

行政費用では、物件費として、学習支援委託6,966千円、消耗品費20千円がかかっている。また、補助費等と
して、指導員謝金2,557千円がかかっている。

470特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 12,726 ▲ 12,256
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 12,726 12,256 ▲ 470 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 12,726
0 0

▲ 12,256 470
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 423 450 27 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 12,726 ▲ 12,256
0 0

470

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 2,904 2,557 ▲ 347 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 6,942 6,985 43 国庫支出金 0 0

0 0
0

4年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 2,457 2,264 ▲ 193

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 3年度 4年度 差額 勘定科目 3年度

委託料 学習支援業務 6,928 委託料 学習支援業務 6,966 委託料 学習支援業務 6,773
需用費 消耗品 25需用費 消耗品 14 需用費 消耗品 20

報償費 指導員謝金 2,904 報償費 指導員謝金 2,557 報償費 指導員謝金 4,908
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和3年度（決算） 令和4年度（決算） 令和5年度（予算）

1 5補充学習指導利用者数（派遣） 28 10 13 1 2
通室による初期指導利用者数（通室） 9 16 12 11 12

17 23 20
23 20

補充学習指導利用者数（通級） 23 13 11 10

5年度
初期日本語指導利用者数（派遣） 62 57 53 58 50 47 55

実
績
の
推
移

事項名（5年度は見込み） 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

12,122 11,706
決算額（5年度は見込み） 10,028 9,699 9,021 10,015 9,846 9,542 11,706
予算額 12,853 12,733 12,517 11,818 11,796

4年度 5年度予算・決算額等の推移 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度


